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（（総総則則））

第第１１条条　　令令和和８８年年度度三三木木市市水水道道事事業業会会計計のの予予算算はは、、次次にに定定めめるるととこころろにによよるる。。

（（業業務務のの予予定定量量））

第第２２条条　　業業務務のの予予定定量量はは、、次次ののととおおりりととすするる。。

（（１１））給給水水件件数数

（（２２））年年間間総総給給水水量量

（（３３））１１日日平平均均給給水水量量

（（４４））主主なな建建設設改改良良事事業業

　　　　アア　　原原浄浄水水施施設設費費

　　　　イイ　　配配給給水水施施設設費費

　　　　ウウ　　業業務務施施設設費費

（（収収益益的的収収入入及及びび支支出出））

第第３３条条　　収収益益的的収収入入及及びび支支出出のの予予定定額額はは、、次次ののととおおりりとと定定めめるる。。

（（資資本本的的収収入入及及びび支支出出））

第第４４条条　　資資本本的的収収入入及及びび支支出出のの予予定定額額はは、、次次ののととおおりりとと定定めめるる（（資資本本的的収収入入額額がが資資本本的的

　　支支出出額額にに対対ししてて不不足足すするる額額　　４４８８５５，，４４２２１１千千円円はは、、当当年年度度分分消消費費税税等等資資本本的的収収支支調調

　　整整額額　　５５１１，，５５９９３３千千円円、、減減債債積積立立金金　　４４，，００５５４４千千円円、、建建設設改改良良積積立立金金　　５５００，，００

　　００００千千円円及及びび損損益益勘勘定定留留保保資資金金等等　　３３７７９９，，７７７７４４千千円円でで補補ててんんすするるももののととすするる。。））

１１２２,,１１２２２２ 千千円円

５５００,,００００００ 千千円円

１１,,１１００４４ 千千円円

１１ 千千円円

５５ 千千円円

１１００,,００００００ 千千円円

１１４４８８,,２２２２９９ 千千円円

１１,,８８００７７,,１１７７６６ 千千円円

１１,,７７８８８８,,５５４４２２ 千千円円

８８,,６６２２９９ 千千円円

４４７７３３,,１１１１９９ 千千円円

１１,,３３３３６６ 千千円円

令令和和８８年年度度三三木木市市水水道道事事業業会会計計予予算算

件件

㎥㎥

㎥㎥

３３４４,,６６７７３３

９９,,１１５５３３,,６６００００

２２５５,,００７７８８

１１２２２２,,７７８８５５ 千千円円

　　　　　　第第４４項項 基基 金金 収収 入入

　　　　　　第第２２項項 工工 事事 負負 担担 金金

　　　　　　第第３３項項 国国 県県 補補 助助 金金

　　　　　　第第１１項項 企企 業業 債債

　　収収　　入入

　　　　　　第第３３項項 特特 別別 損損 失失

　　　　　　第第４４項項 予予 備備 費費

営営 業業 外外 費費 用用

　　支支　　出出

　　　　第第１１款款 水水 道道 事事 業業 費費 用用

　　　　　　第第２２項項 営営 業業 外外 収収 益益

　　　　　　第第３３項項 特特 別別 利利 益益

　　　　第第１１款款 資資 本本 的的 収収 入入

　　　　　　第第１１項項 営営 業業 収収 益益

　　収収　　入入

４４１１１１,,００００４４ 千千円円

５５３３,,６６７７１１ 千千円円

１１,,８８６６８８,,７７９９８８ 千千円円　　　　第第１１款款 水水 道道 事事 業業 収収 益益

１１,,３３９９４４,,３３４４３３ 千千円円

　　　　　　第第１１項項 営営 業業 費費 用用

　　　　　　第第２２項項
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（（企企業業債債））

第第５５条条　　起起債債のの目目的的、、限限度度額額、、起起債債のの方方法法、、利利率率及及びび償償還還のの方方法法はは、、次次ののととおおりりとと定定めめ

　　るる。。

（（一一時時借借入入金金））

第第６６条条　　一一時時借借入入金金のの限限度度額額はは、、５５００００，，００００００千千円円とと定定めめるる。。

（（予予定定支支出出のの各各項項のの経経費費のの金金額額のの流流用用））

第第７７条条　　予予定定支支出出のの各各項項のの経経費費のの金金額額をを流流用用すするるここととががででききるる場場合合はは、、営営業業費費用用、、営営業業

　　外外費費用用、、特特別別損損失失のの予予算算にに過過不不足足をを生生じじたた場場合合ににおおけけるるここれれらら各各項項のの間間のの流流用用ととすするる。。

（（議議会会のの議議決決をを経経ななけけれればば流流用用すするるここととののででききなないい経経費費））

第第８８条条　　次次にに掲掲げげるる経経費費ににつついいててはは、、ここれれららのの経経費費のの金金額額ををここれれららのの経経費費ののううちち他他のの経経

　　費費のの金金額額にに、、若若ししくくははここれれらら以以外外のの経経費費のの金金額額にに流流用用しし、、又又ははここれれらら以以外外のの経経費費ををここ

　　れれららのの金金額額にに流流用用すするる場場合合はは、、議議会会のの議議決決をを経経ななけけれればばななららなないい。。

（（１１））職職員員給給与与費費

（（２２））交交際際費費

（（たたなな卸卸資資産産購購入入限限度度額額））

第第９９条条　　たたなな卸卸資資産産のの購購入入限限度度額額はは、、２２５５，，１１４４９９千千円円とと定定めめるる。。

（（他他会会計計かかららのの補補助助金金））

第第1100条条　　水水道道事事業業運運営営ののたためめ、、一一般般会会計計かかららここのの会会計計へへのの補補助助をを受受けけるる金金額額はは、、２２９９

　　５５，，１１４４４４千千円円ででああるる。。

証証書書借借入入
又又はは

証証券券発発行行

起起 債債 のの
方方 法法

44..00％％
以以内内

利利 率率

５５００,,００００００

償償　　還還　　のの　　方方　　法法

水水道道事事業業

千千円円

限限 度度 額額

政政府府資資金金ににつついいててはは、、そそのの融融
資資条条件件にによよりり、、銀銀行行そそのの他他のの
場場合合ににはは、、そそのの債債権権者者とと協協定定
すするるももののととすするる。。たただだしし、、財財
政政のの都都合合等等にによよりり繰繰上上償償還還をを
しし、、据据置置期期限限及及びび償償還還年年限限をを
短短縮縮しし、、又又はは低低利利債債にに借借換換ええ
すするるここととががででききるる。。

起起債債のの目目的的

１１５５９９,,３３４４２２ 千千円円

１１００００ 千千円円

４４,,００５５４４ 千千円円

１１２２,,１１３３６６ 千千円円

３３００,,００００００ 千千円円

１１ 千千円円

６６３３３３,,６６５５００ 千千円円

５５８８７７,,４４６６００ 千千円円

１１ 千千円円

８８５５,,００００００ 千千円円

　　　　　　第第３３項項 投投 資資

　　　　　　第第４４項項 予予 備備 費費

　　　　　　第第１１項項 建建 設設 改改 良良 費費

　　　　　　第第２２項項 企企 業業 債債 償償 還還 金金

　　支支　　出出

　　　　第第１１款款 資資 本本 的的 支支 出出

　　　　　　第第７７項項 固固定定資資産産売売却却代代金金

　　　　　　第第５５項項 基基 金金 繰繰 入入 金金

　　　　　　第第６６項項 長長期期貸貸付付金金償償還還金金
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収　　入 (単位：千円)

区　　分 金　　額

1.水道事業収益 1,868,798

1.営業収益 1,394,343

1.給水収益 1,299,118  1.水道料金 1,299,118 ･ 水道料金 1,181,017

(消費税等相当額) 118,101 計 1,299,118

2.受託工事収益 1,177  1.工事収入 1,177 ･ 給水管移設受託工事収益 1,000

･ 給水管新設等受託工事事務負担金 70

(消費税等相当額) 107 計 1,177

3.その他営業 94,048  1.材料売却収益 1 材料売却収益 1

　収益 (消費税等相当額) - 計 1

 2.手数料 5,545 閉栓手数料 2,330

給水工事検査手数料 1,840

･ クリーンセンター管理手数料 1,250

(消費税等相当額) 125 計 5,545

 3.他会計負担金 1,060 ･ 消火栓維持修繕等負担金（工事費） 900

消火栓新設等事務負担金 70

(消費税等相当額) 90 計 1,060

 4.給水分担金 8,910 ･ 給水分担金 8,100

(消費税等相当額) 810 計 8,910

 5.工事事務負担金 1 1

(消費税等相当額) - 計 1

 6.雑収益 78,531 ･ 下水道使用料徴収等受託料 67,536

･ 水道遅収料金 1,738

･ 水道施設損害賠償金 1,030

･ 庁舎使用料 878

･ 職員健康診断助成金 210

(消費税等相当額) 7,139 計 78,531

2.営業外収益 473,119

1.受取利息 14,146  1.預金利息 2,300 預金利息 2,300

(消費税等相当額) - 計 2,300

 2.貸付金利息 6,800 他会計貸付金利息 6,800

(消費税等相当額) - 計 6,800

 3.有価証券利息 5,046 有価証券利息 5,046

(消費税等相当額) - 計 5,046

2.基金繰入金 1  1.基金繰入金 1 基金繰入金 1

(消費税等相当額) - 計 1

3.他会計補助金 295,144  1.他会計補助金 295,144 ･ 水道料金減免に対する一般会計繰入金 268,313

(消費税等相当額) 26,831 計 295,144

4.長期前受金 162,274  1.工事負担金 116,404 工事負担金長期前受金戻入 116,404

　　　戻入　戻入  　長期前受金戻入 (消費税等相当額) - 計 116,404

 2.国県補助金 3,281 国県補助金長期前受金戻入 3,281

 　長期前受金戻入 (消費税等相当額) - 計 3,281

 3.協力金 23,758 協力金長期前受金戻入 23,758

 　長期前受金戻入 (消費税等相当額) - 計 23,758

 4.受贈財産評価額 18,831 受贈財産評価額長期前受金戻入 18,831

 　長期前受金戻入 (消費税等相当額) - 計 18,831

5.雑収益 1,553  1.不用品売却収益 1 不用品売却収益 1

(消費税等相当額) - 計 1

 2.その他雑収益 1,552 電柱等占用料 429

令和８年度三木市水道事業会計予算実施計画

予定額
節

収　益　的　収　入　及　び　支　出

説　　　　　　　　　　　　明

配水管移設工事事務費（移設補償金）

款　項　目
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(単位：千円)

区　　分 金　　額

土地賃貸料 1,123

(消費税等相当額) - 計 1,552

6.消費税等 1  1.消費税等還付金 1 還付予定消費税等

　還付金 計 1

3.特別利益 1,336

1.特別利益 1,336  1.固定資産売却益 1 固定資産売却益 1

(消費税等相当額) - 計 1

 2.過年度損益修正益 1 過年度損益修正益 1

(消費税等相当額) - 計 1

 3.その他特別利益 1,334 退職給付引当金戻入益 1,334

(消費税等相当額) - 計 1,334

款　項　目 予定額
節

説　　　　　　　　　　　　明
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支　　出 (単位：千円)

区　　分 金　　額

1.水道事業費用 1,807,176

1.営業費用 1,788,542

1.原浄水費 877,124  1.給料 8,221 職員給料 8,221

(消費税等相当額) - 計 8,221

 2.手当 4,748 地域手当 329

時間外勤務手当 1,900

特殊勤務手当（夜間） 10

宿日直手当 6

･ 通勤手当 149

期末勤勉手当 2,339

(消費税等相当額) 15 計 4,748

 3.賞与引当金繰入額 1,155 期末勤勉手当分 1,155

(消費税等相当額) - 計 1,155

 4.法定福利費 3,656 共済組合費（事務費含む） 2,364

退職手当組合負担金 1,168

地方公務員災害補償基金 24

共済組合追加費用等 100

(消費税等相当額) - 計 3,656

 5.法定福利費 238 期末勤勉手当に係る法定福利費分 238

 　引当金繰入額 (消費税等相当額) - 計 238

 6.旅費 40 ･ 人当旅費 36

(消費税等相当額) 4 計 40

 7.備消品費 1,595 ･ 現場用備消品費 1,200

･ ＯＡ用消耗品費 250

(消費税等相当額) 145 計 1,595

 8.燃料費 1 軽油、オイル、混合油 1

(消費税等相当額) - 計 1

 9.光熱水費 1,202 ･ 水道施設（電灯）電気料金 1,092

(消費税等相当額) 110 計 1,202

10.印刷製本費 1 各種帳票等印刷費 1

(消費税等相当額) - 計 1

11.通信運搬費 3,905 ･ 水道施設電話回線利用料 2,576

･ テレメータ室回線使用料 390

･ 水道施設通信線共架料 578

電波利用料 6

(消費税等相当額) 355 計 3,905

12.委託料 141,396 ･ 三木市浄水場管理委託料 4,591

･ 水道施設等運転管理業務委託料 105,360

･ 水道施設清掃及び整備作業委託料 4,223

･ 水質検査委託料 13,539

･ 受電設備点検委託料 700

･ 廃棄物処分委託料 128

(消費税等相当額) 12,855 計 141,396

13.手数料 620 県監視水質検査分析料 500

職員検便検査手数料 10

･ その他手数料 100

(消費税等相当額) 10 計 620

14.賃借料 2,143 三木第20水源用地他借地料 631

西部第８水源用地他借地料 434

相野第１水源用地他借地料 389

自由が丘第５水源用地借地料 39

款　項　目 説　　　　　　　　　　　　明予定額
節
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(単位：千円)

区　　分 金　　額

興治農水用地借地料 27

城山施設用地借地料 124

三木山森林公園内県有地借地料 480

新田北部導水管埋設地借地料 19

(消費税等相当額) - 計 2,143

15.修繕費 13,200 ･ 原浄水施設修繕費 6,000

･ 原浄水施設廃止費 3,000

･ 深井戸洗浄費 3,000

(消費税等相当額) 1,200 計 13,200

16.路面復旧費 220 ･ 導水管路敷補修費 200

(消費税等相当額) 20 計 220

17.動力費 107,520 ･ 水道施設（動力）電気料金 97,745

(消費税等相当額) 9,775 計 107,520

18.薬品費 1 薬品購入費 1

(消費税等相当額) - 計 1

19.受水費 587,206 ･ 県営水道受水費（三木） 378,120

･ 県営水道受水費（吉川） 155,703

(消費税等相当額) 53,383 計 587,206

20.負担金 1 各種負担金 1

(消費税等相当額) - 計 1

21.雑費 55 ･ 宿直室用寝具乾燥及び消毒 49

･ その他雑費 1

(消費税等相当額) 5 計 55

2.配給水費 143,225  1.給料 32,891 職員給料 32,891

(消費税等相当額) - 計 32,891

 2.手当 17,798 地域手当 1,348

扶養手当 624

管理職手当 780

時間外勤務手当 4,300

特殊勤務手当（夜間） 30

住居手当 336

宿日直手当 17

･ 通勤手当 847

期末勤勉手当 9,431

(消費税等相当額) 85 計 17,798

 3.賞与引当金繰入額 4,129 期末勤勉手当分 4,129

(消費税等相当額) - 計 4,129

 4.法定福利費 14,436 共済組合費（事務費含む） 9,676

退職手当組合負担金 3,864

地方公務員災害補償基金 87

共済組合追加費用等 400

再任用職員等社会保険料等 409

(消費税等相当額) - 計 14,436

 5.法定福利費 857 期末勤勉手当に係る法定福利費分 857

   引当金繰入額 (消費税等相当額) - 計 857

 6.旅費 152 ･ 人当旅費 138

(消費税等相当額) 14 計 152

 7.備消品費 2,606 ･ 現場用備消品費 727

･ 事務用消耗品費 121

･ ＯＡ用消耗品費 121

･ 災害用備消品費 1,200

款　項　目 説　　　　　　　　　　　　明予定額
節
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(単位：千円)

区　　分 金　　額

･ 書籍 200

(消費税等相当額) 237 計 2,606

 8.印刷製本費 1 給水装置工事基準印刷費 1

(消費税等相当額) - 計 1

 9.通信運搬費 80 ･ モバイルGIS通信料 72

(消費税等相当額) 8 計 80

10.委託料 28,366 ･ 配給水管漏水調査委託料 7,277

･ 水道施設修繕業務委託料 3,200

･ 設計積算システム保守料 671

･ マッピングシステム保守料 957

･ マッピングシステムデータ補正委託料 4,433

･ コピー使用料 229

･ 兵庫県積算共同利用システム利用料 400

･ 給水受付事務補助業務委託料 7,080

･ 地図データ変換・更新業務委託料 540

･ 路面下空洞対策調査費 1,000

(消費税等相当額) 2,579 計 28,366

11.賃借料 207 配水施設用地（三木地区）借地料 118

配水施設用地（吉川地区）借地料 76

神戸電鉄軌道敷占用料 13

(消費税等相当額) - 計 207

※（）内の金額 12.修繕費 30,398 ･ 配給水施設修繕費 21,326

は修繕引当金か (17,450) ･ 配給水施設修繕費（修繕引当金取崩） (17,450)

らの取り崩しに ･ 減圧弁等点検補修費 1,035

よる ･ 測定機器点検補修費 50

支給材料 4,000

(消費税等相当額) 3,987 計 30,398

13.修繕引当金繰入額 1 修繕引当金繰入額 1

(消費税等相当額) - 計 1

14.路面復旧費 11,000 ･ 漏水修理跡復旧費 10,000

(消費税等相当額) 1,000 計 11,000

15.負担金 138 指定給水装置工事事業者講習会負担金 138

(消費税等相当額) - 計 138

16.雑費 165 ･ 水道週間等行事費 150

(消費税等相当額) 15 計 165

3.受託工事費 1,100  1.工事費 1,100 ･ 給水管移設受託工事 1,000

(消費税等相当額) 100 計 1,100

4.業務費 157,298  1.給料 18,158 職員給料 18,158

(消費税等相当額) - 計 18,158

 2.手当 9,358 地域手当 824

扶養手当 624

管理職手当 1,800

時間外勤務手当 480

特殊勤務手当（夜間） 20

住居手当 336

宿日直手当 12

･ 通勤手当 75

期末勤勉手当 5,179

(消費税等相当額) 8 計 9,358

 3.賞与引当金繰入額 2,535 期末勤勉手当分 2,535

(消費税等相当額) - 計 2,535

予定額
節

説　　　　　　　　　　　　明款　項　目
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(単位：千円)

区　　分 金　　額

 4.法定福利費 8,176 共済組合費（事務費含む) 5,750

退職手当組合負担金 2,120

地方公務員災害補償基金 51

共済組合追加費用等 220

再任用職員等社会保険料等 35

(消費税等相当額) - 計 8,176

 5.法定福利費 532 期末勤勉手当に係る法定福利費分 532

   引当金繰入額 (消費税等相当額) - 計 532

 6.旅費 47 ･ 人当旅費 42

(消費税等相当額) 5 計 47

 7.備消品費 1,335 ･ 事務用消耗品費 672

･ ＯＡ用消耗品費 541

(消費税等相当額) 122 計 1,335

 8.印刷製本費 578 ･ 料金収納用封筒等印刷費 225

･ 各種届出用紙等印刷費 300

(消費税等相当額) 53 計 578

 9.通信運搬費 7,240 ･ 料金直納分はがき等郵送料 6,506

･ 需要家データ伝送回線使用料 75

(消費税等相当額) 659 計 7,240

10.委託料 108,947 ･ 料金計算関係委託料 8,880

･ 68,610

･ 検満メーター取替委託料 11,934

･ 口座振替委託料等 1,675

･ ＡＤＰ利用料 852

･ コンビニ収納委託料 2,693

･ 需要家情報システム関係保守料 4,378

･ ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ発信機ｸﾗｳﾄﾞ登録料 20

(消費税等相当額) 9,905 計 108,947

11.賃借料 1 業務関係機器等賃借料 1

(消費税等相当額) - 計 1

12.修繕費 385 ･ メーター修理等 250

･ ＯＡ機器修繕費 100

(消費税等相当額) 35 計 385

13.負担金 1 各種負担金 1

(消費税等相当額) - 計 1

14.雑費 5 雑費 5

(消費税等相当額) - 計 5

5.総係費 55,392  1.給料 14,982 職員給料 14,982

(消費税等相当額) - 計 14,982

 2.手当 7,006 地域手当 579

扶養手当 216

時間外勤務手当 740

･ 通勤手当 436

期末勤勉手当 4,991

(消費税等相当額) 44 計 7,006

 3.賞与引当金繰入額 1,620 期末勤勉手当分 1,620

(消費税等相当額) - 計 1,620

 4.退職給付費 1 退職給付引当金繰入額 1

(消費税等相当額) - 計 1

 5.法定福利費 8,505 共済組合費（事務費含む) 4,033

退職手当組合負担金 1,252

お客様センター業務委託料

予定額 説　　　　　　　　　　　　明款　項　目
節
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(単位：千円)

区　　分 金　　額

地方公務員災害補償基金 32

共済組合追加費用等 150

退職手当組合特別負担金 2,550

再任用職員等社会保険料等 488

(消費税等相当額) - 計 8,505

 6.法定福利費 340 期末勤勉手当に係る法定福利費分 340

   引当金繰入額 (消費税等相当額) - 計 340

 7.旅費 21 ･ 人当旅費 19

(消費税等相当額) 2 計 21

 8.報償費 1 報償費 1

(消費税等相当額) - 計 1

 9.被服費 390 ･ 作業服 179

･ その他貸与品 175

(消費税等相当額) 36 計 390

10.備消品費 3,542 ･ 事務用備品費 50

･ 事務用消耗品費 390

･ ＯＡ用消耗品費 100

･ 庁舎管理用消耗品費 380

･ 水道関係法令集等追録費 2,200

･ 書籍 100

(消費税等相当額) 322 計 3,542

11.燃料費 831 ･ 公用車ガソリン、軽油及びオイル 755

(消費税等相当額) 76 計 831

12.光熱水費 3,797 ･ 庁舎電気料金 2,034

･ 庁舎水道料金及び下水道使用料 189

･ 庁舎ガス料金 1,228

(消費税等相当額) 346 計 3,797

13.印刷製本費 263 ･ 広報紙印刷費 128

･ 予算書等印刷費 72

･ 封筒印刷費 39

(消費税等相当額) 24 計 263

14.通信運搬費 1,296 ･ 公文書郵送料 55

･ 各種電話料金 665

･ 電話回線利用料 323

･ 広報紙折込料等 117

電波利用料 20

(消費税等相当額) 116 計 1,296

15.委託料 3,723 ･ 庁舎清掃委託料 732

･ 庁舎関係保守点検等委託料 854

･ コピー・ＦＡＸ使用料 367

･ 職員健康診断委託料 300

･ 財務会計システム関係保守料 791

･ 無線機保守委託料 340

(消費税等相当額) 339 計 3,723

16.賃借料 2,867 ･ ＡＥＤ賃借料 21

･ 公用車リース料 2,585

(消費税等相当額) 261 計 2,867

17.修繕費 2,297 ･ 公用車修繕費 500

･ 庁舎関係修繕費 1,588

(消費税等相当額) 209 計 2,297

18.補償費 1 補償費 1

款　項　目 予定額
節

説　　　　　　　　　　　　明
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(単位：千円)

区　　分 金　　額

(消費税等相当額) - 計 1

19.研修費 391 ･ 各種研修会参加費 355

(消費税等相当額) 36 計 391

20.食糧費 22 ･ 会議等賄費 20

(消費税等相当額) 2 計 22

21.交際費 100 管理者交際費 100

(消費税等相当額) - 計 100

22.会費負担金 404 日本水道協会会費 346

各種協議会等負担金 21

･ 総会等会費負担金 33

(消費税等相当額) 4 計 404

23.保険料 1,643 公用車損害保険料 310

建物総合損害共済保険料 30

水道施設（各施設）賠償責任保険料 50

水道施設（水道管）賠償責任保険料 843

水道機械設備損害保険料 410

(消費税等相当額) - 計 1,643

24.貸倒引当金繰入額 700 貸倒引当金繰入額 700

(消費税等相当額) - 計 700

25.諸欠損 249 139

諸欠損 110

(消費税等相当額) 139 計 249

26.負担金 1 各種負担金 1

(消費税等相当額) - 計 1

27.雑費 399 公用車重量税等 59

安全運転管理者等講習県証紙 6

･ 新聞代 250

･ その他雑費 61

(消費税等相当額) 23 計 399

6.減価償却費 527,412  1.有形固定資産 526,508 建物、構築物、導管、機械及び装置、 526,508

 　減価償却費 車両運搬具、工具器具及び備品

(消費税等相当額) - 計 526,508

 2.無形固定資産 904 ソフトウエア 904

 　減価償却費 (消費税等相当額) - 計 904

7.資産減耗費 26,989  1.固定資産除却費 26,789 固定資産除却費等 26,789

(消費税等相当額) - 計 26,789

 2.たな卸資産減耗費 200 不良支給材料減耗費等 200

(消費税等相当額) - 計 200

8.その他営業 2  1.材料売却原価 1 材料売却原価 1

　費用 (消費税等相当額) - 計 1

 2.雑支出 1 雑支出 1

(消費税等相当額) - 計 1

2.営業外費用 8,629

1.支払利息 7,972  1.企業債利息 7,971 企業債利息 7,971

(消費税等相当額) - 計 7,971

 2.借入金利息 1 借入金利息 1

(消費税等相当額) - 計 1

2.雑支出 2  1.不用品売却原価 1 不用品売却原価 1

(消費税等相当額) - 計 1

 2.その他雑支出 1 その他雑支出 1

(消費税等相当額) - 計 1

款　項　目 説　　　　　　　　　　　　明予定額
節

貸倒に係る消費税等相当額
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(単位：千円)

区　　分 金　　額

3.消費税等 655  1.消費税等納付金 655 納付予定消費税等

　納付金 計 655

3.特別損失 5

1.特別損失 5  1.固定資産売却損 1 固定資産売却損 1

(消費税等相当額) - 計 1

 2.減損損失 1 減損損失 1

(消費税等相当額) - 計 1

 3.災害による損失 1 災害による損失 1

(消費税等相当額) - 計 1

 4.過年度損益修正損 1 過年度損益修正損 1

(消費税等相当額) - 計 1

 5.その他特別損失 1 その他特別損失 1

(消費税等相当額) - 計 1

4.予備費 10,000

1.予備費 10,000  1.予備費 10,000

(消費税等相当額) - 計 10,000

款　項　目
節

説　　　　　　　　　　　　明予定額
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(Ａ) 1,868,798 千円

(Ｂ) 1,807,176 千円

(Ｃ) 2,287 千円

(Ｄ) 51,593 千円

－ － － ＝ 当年度純損益

1,868,798 千円－ 1,807,176 千円－ 2,287 千円－ 51,593 千円＝ 7,742 千円

(Ｅ) 51,693 千円

(Ｆ) 100 千円

－ ＝ 当年度分消費税等資本的収支調整額

51,693 千円－ 100 千円＝ 51,593 千円

(Ｇ) 153,203 千円

(Ｈ) 100 千円

　　仮払消費税等（収益的支出消費税等相当額合計）…………………………………………………………………………………………………(Ｉ) 98,668 千円

　　　　 〃 　　（資本的支出消費税等相当額合計）…………………………………………………………………………………………………(Ｊ) 51,693 千円

(Ｋ) 2,287 千円

＋ － － － ＝

153,203 千円＋ 100 千円－ 98,668 千円－ 51,693 千円－ 2,287 千円＝ 655 千円

　　仮受消費税等（収益的収入消費税等相当額合計）…………………………………………………………………………………………………

　　　　 〃 　　（資本的収入消費税等相当額合計）…………………………………………………………………………………………………

　　　　 〃 　　（貯蔵品購入消費税等相当額＝たな卸資産購入限度額×10/110）…

　（※）当年度分消費税等資本的収支調整額

　　　　　資本的支出消費税等相当額合計………………………………………………………………………………………………………………

　　　　　資本的収入消費税等相当額合計………………………………………………………………………………………………………………

　水道事業費用の消費税等納付金（予定額）計上額

(Ｅ) (Ｆ)

(Ｇ) (Ｈ)

水道事業当年度純損益算出

(Ａ) (Ｂ) (Ｃ) (Ｄ)

　当年度分消費税等資本的収支調整額（※）…………………………………………………………………………………………………………………

(Ｉ) (Ｊ)  納付予定消費税等(Ｋ)

　水道事業収益（税込）……………………………………………………………………………………………………………………………………

　水道事業費用（税込）……………………………………………………………………………………………………………………………………

　貯蔵品購入消費税等相当額…………………………………………………………………………………………………………………………………
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収　　入 (単位：千円)

区　　分 金　　額

1.資本的収入 148,229

1.企業債 50,000

1.企業債 50,000  1.企業債 50,000 企業債 50,000

(消費税等相当額) - 計 50,000

2.工事負担金 1,104

1.工事負担金 1,104  1.配水本管整備 1 配水本管整備工事負担金 1

 　工事負担金 (消費税等相当額) - 計 1

 2.工事負担金 1 ･ 配水管等新設工事負担金 1

(消費税等相当額) - 計 1

 3.他会計負担金 1,100 ･ 消火栓新設等工事負担金 1,000

(消費税等相当額) 100 計 1,100

 4.工事補償金 1 ･ 配水管等移設工事補償金 1

(消費税等相当額) - 計 1

 5.他会計補助金 1 他会計補助金 1

(消費税等相当額) - 計 1

3.国県補助金 1

1.国県補助金 1  1.国県補助金 1 国県補助金 1

(消費税等相当額) - 計 1

4.基金収入 12,122

1.基金収入 12,122  1.基金収入 12,122 基金運用益 12,122

(消費税等相当額) - 計 12,122

5.基金繰入金 1

1.基金繰入金 1  1.基金繰入金 1 基金繰入金 1

(消費税等相当額) - 計 1

6.長期貸付金償還金 85,000

1.長期貸付金 85,000  1.長期貸付金 85,000 長期貸付金償還金 85,000

　償還金  　償還金 (消費税等相当額) - 計 85,000

7.固定資産売却代金 1

1.固定資産売却 1  1.固定資産売却 1 固定資産売却代金 1

　代金  　代金 (消費税等相当額) - 計 1

資　本　的　収　入　及　び　支　出

説　　　　　　　　　　　　明予定額
節

款　項　目
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支　　出 (単位：千円)

区　　分 金　　額

1.資本的支出 633,650

1.建設改良費 587,460

1.原浄水施設費 122,785  1.上水道施設費 122,785 ･ 3,000

･ 39,740

･ 23,490

･ 10,000

･ 35,392

(消費税等相当額) 11,163 計 122,785

2.配給水施設費 411,004  1.上水道施設費 411,004 ･ 配水管新設工事 37,800

･ 塩ビ管路更新工事 263,781

･ 老朽水管橋更新工事 2,030

･ 鋳鉄管路移設工事 41,299

･ 共同管改修工事 1,000

･ 消火栓新設等工事 1,300

･ 配水管実施設計等委託 9,282

支給材料 100

量水器 18,762

(消費税等相当額) 35,650 計 411,004

3.業務施設費 53,671  1.業務施設費 53,671 ･ 水道事業経営戦略改定業務 8,470

･ 上下水道部庁舎電話交換機更新 5,302

･ 車両運搬具購入 7,084

･ 水道本支管台帳修正業務 26,935

･ 工具器具及び備品購入 1,000

(消費税等相当額) 4,880 計 53,671

2.企業債償還金 4,054

1.企業債償還金 4,054  1.上水道事業債 4,054 企業債元金償還金 4,054

　 償還金 (消費税等相当額) - 計 4,054

3.投資 12,136

1.基金 12,122  1.基金 12,122 基金運用益分積立 12,122

(消費税等相当額) - 計 12,122

2.長期貸付金 1  1.長期貸付金 1 長期貸付金 1

(消費税等相当額) - 計 1

3.その他投資 13  1.その他投資 13 リサイクル預託金 13

(消費税等相当額) - 計 13

4.予備費 30,000

1.予備費 30,000  1.予備費 30,000

(消費税等相当額) - 計 30,000

中央監視装置機器更新工事

深井戸水中ポンプ据替工事

款　項　目

導水管移設・布設替工事

予定額
節

説　　　　　　　　　　　　明

導水管新設工事

導水管更新工事

- 18 -
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(単位：千円)

当年度純利益 7,742

基金繰入金（収益的支出）による営業収益分 1△               

減価償却費 527,412

資産減耗費 26,989

貸倒引当金の増減額（△は減少） 120

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,569△            

修繕引当金の増減額（△は減少） 17,449△           

賞与引当金の増減額（△は減少） 926

法定福利費引当金の増減額（△は減少） 354

その他引当金の増減額（△は減少） 0

長期前受金戻入額 162,274△          

受取利息及び配当金 14,146△           

支払利息及び企業債取扱諸費 7,972

たな卸資産の増減額（△は増加） 2

有価証券の増減額（△は増加） 0

前払金の増減額（△は増加） 0

営業及び営業外未収金の増減額（△は増加） 580

営業及び営業外未払金の増減額（△は減少） 0

企業債の増減額（△は減少） 4,054

その他流動負債の増減額（△は減少） 0

小計 379,712

利息及び配当金の受領額 14,146

利息の支払額 7,972△            

業務活動によるキャッシュ・フロー　…① 385,886

有形固定資産の売却による収入 1

有形固定資産の取得による支出 565,765△          

無形固定資産の売却による収入 0

無形固定資産の取得による支出 0

基金繰入金（収益的支出）による投資収益分 1

基金取り崩し（資本的収支）による収入 1

その他資本剰余金による収入（基金収入） 12,122

投資（利息の再投資）による支出 12,122△           

投資（リサイクル預託金）による収入 14△               

投資（リサイクル預託金）による支出 0

長期貸付金償還金による収入 85,000

長期貸付の実行による支出 0

工事負担金による収入 1,004

国県補助金による収入 1

投資活動によるキャッシュ・フロー　…② 479,771△          

建設改良企業債発行による収入 50,000

建設改良企業債償還による支出 4,054△            

財務活動によるキャッシュ・フロー　…③ 45,946

47,939△           

2,109,865

2,061,926

　 現金預金の当年度期首残高

　 現金預金の当年度期末残高

令和８年度三木市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで)

１ 業務活動によるキャッシュ・フロー

２ 投資活動によるキャッシュ・フロー

３ 財務活動によるキャッシュ・フロー

　 現金預金の当年度増減額　…④＝①＋②＋③
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１　一般職　総括 (単位：人、千円)

(単位：千円)

672

1,008

- 980 △          - 336 △          

107

114,153

給　　与　　費　　明　　細　　書

賞与引当金
繰 入 額

計

2 )(               

区 分 職 員 数
給 料 手 当

9,439 122,601
17  

9,07036,994

給 与 費

計

比　　　較

1,464 2,580 7,420 60

比 較 916 72

1,295 119 1,414 2,178 △       7,684比　　　較

33,478 1,848 35,326 2,179 151,658

34,773 1,967 36,740 1

区 分
法 定 福 利 費

退職給付費

前 年 度 33 1,462 19,895 9,070 2,179 48,243

前 年 度 2,164 1,392 2,580 8,400 60

合 計

本 年 度 35 1,659 21,940 9,439 1 48,350

区　分 宿日直手当 通 勤 手 当
期 末 勤 勉
手 当

賞与引当金
繰 入 額

退職給付費

手当の
内 訳

区　分 地 域 手 当 扶 養 手 当

2

-  
8,4483691,9166,163

合 計

159,342

74,252 38,910

1 )(               
68,089

17  

住 居 手 当管理職手当
時間外勤務
手 当

特 殊 勤 務
手 当

比 較

本 年 度

前 年 度

197 2,045 369 2,178 △       

本 年 度 3,080

本 年 度

前 年 度

1 )(               

法定福利費
引 当 金
繰 入 額

- 20 -
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　ア　会計年度任用職員以外の職員 (単位：人、千円)

(単位：千円)

(注)

給 与 費

給 料 手 当
賞与引当金
繰 入 額

計

時間外勤務
手 当

特 殊 勤 務
手 当

比 較 838 72

659 119 778 2,178 △       3,256

336 △          

区　分 宿日直手当

- )(               
68,867 36,519 9,439 114,825

17  
- )(               

区 分 職 員 数

65,312 35,787

1,008

本 年 度

110,169
17  
- )(               

3,555 732

区 分
法 定 福 利 費

退職給付費 合 計
法定福利費

引 当 金
繰 入 額

計

9,070

995 369 2,178 △       

通 勤 手 当
期 末 勤 勉
手 当

賞与引当金
繰 入 額

退職給付費

本 年 度 35 1,577 19,793 9,439 1

手当の
内 訳

8,400 60

区　分 地 域 手 当

45,959

住 居 手 当

本 年 度 2,918 1,464 2,580 7,420 60 672

前 年 度 2,080 1,392 2,580

- 980 △          - 

比 較 2 141

前 年 度 33 1,436 18,798 9,070 2,179 47,036

扶 養 手 当 管理職手当

1,077 △       

合 計

32,812 1,848 34,660 2,179 147,008

33,471 1,967 35,438 1 150,264

369 4,656
-  

本 年 度

前 年 度

比　　　較

前 年 度

比　　　較

１ この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算の基礎となっ

たものについて記載したもの。

２（ ）内は、短時間勤務職員（地方公務員法（昭和25年法律第261号）第22条の４第１項に規定する短

時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。）について外書きしたもの。
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　イ　会計年度任用職員 (単位：人、千円)

(単位：千円)

(注)

26 1,207

1,184

宿日直手当 通 勤 手 当
期 末 勤 勉
手 当

賞与引当金
繰 入 額

退職給付費 合 計

本 年 度 - 82 2,147 - - 2,391

- 56 1,050 - - 

1,097 - - 

- 

前 年 度 - - - - - 

比 較 - - - - - 

区　分

前 年 度 - 

比 較

本 年 度

前 年 度

比　　　較

区 分
法 定 福 利 費

退職給付費 合 計
法定福利費

引 当 金
繰 入 額

計

本 年 度

手当の
内 訳

- 

住 居 手 当

本 年 度 - - 

区 分 職 員 数
給 与 費

給 料 手 当
賞与引当金
繰 入 額

計

2 )(               
5,385 2,391 - 7,776

-  
1 )(               

2,777 1,207 - 3,984
-  
1 )(               

2,608 1,184 - 3,792
-  

1,302

666

636

1,302 - 9,078

前 年 度 - 666 - 4,650

比　　　較 - 

162

84

78

636 - 4,428

区　分 地 域 手 当 扶 養 手 当 管理職手当
時間外勤務
手 当

特 殊 勤 務
手 当

- - 

１ この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものについて記載

したもの。

２（ ）内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務

を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしたもの。
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２　給料及び手当の増減額の明細

　ア　会計年度任用職員以外の職員

給与改定の状況
前年度 給料の改定率

平均昇給率
昇給期別職員数

職員数の状況

内、再任用職員数の状況

事由別異動状況（見込み）

※単位：人

年間支給月数の引上げ
月分

（再任用職員
月分）

支給率の引上げ

(注)

→

月分 →

-(     

)

)
)
)

3  
- )(      

月分

前年度

956 人事異動等に 956その他の
増減分 伴う増減分 本年度 17

増 減 1

本年度 3
前年度 2

4  

-(     
-(     

-  
- )(      

昇給期 1 月
職員数

人事異動等に 1,160 △     

伴う増減分

地域手当 770

増 減

改定実施時期 令和7年4月1日

％

8

％

)

区分 増 減 額 増 減 事 由 別 内 訳 説 明 備 考

昇給に伴う 413 413

人

給料 3,555 給与改定に 2,186 2,186
伴う増減分

17
-

-(     
-(     
-(     

)

3.00

前年度 本年度

-  
- )(      

- )(      

退職、転出等

採用、転入等

伴う増減分

手当 1,101 給与改定に 2,261

その他の
増減分

1,160 △     

増加分

期末勤勉手当

% → 4.00 %

3.31

0.61

4.60 4.65

2.40 2.45

1,491

（千円） （千円） （千円）

（ ）内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。
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　イ　会計年度任用職員

給与改定の状況
前年度 給料の改定率

職員数の状況

※単位：人

年間支給月数の引上げ
月分

支給率の引上げ

(注)

62

- 1(     

2,346

4.60 月分 → 4.65

その他の
増減分

人事異動等に
伴う増減分

備 考

その他の
増減分

人事異動等に
伴う増減分

伴う増減分
期末勤勉手当 127189

995 995

給料 2,608 給与改定に 262 262
伴う増減分

)

手当 1,184 給与改定に

本年度 - 2(     )
前年度 - 1(     

2,346

区分 増 減 額 増 減 事 由 別 内 訳 説 明

)

3.00 % → 4.00 %

増 減

地域手当

4.85 ％
改定実施時期 令和7年4月1日

（千円） （千円） （千円）

（ ）内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務

を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしたもの。
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３　給料及び手当の状況

（１）職員１人当たり給与

（２）初任給

（３）級別職員数

（級別の基準となる職務）

(注)

％)

17 人 -(       人) 100.0 ％ -(        ％)

人) 11.8 ％ -(        

4 人 -(       人) 23.5 ％ -(        ％)

1 人 -(       人) 5.9 ％ -(        ％)

-(        ％)

2 人 -(       

％ -(        ％)

2 人 -(       人) 11.8 ％ -(        ％)

5.91 人 -(       人)

-

1

2

1

4

6

1

2 人)

-(       人)

-(        

-(        

-(       人)

-(       

人) 11.8 ％ -(        

35.3

備 考

-(        

６

５

円

237,600 円

213,100 円

職 員 数 構 成 比級

％

区　　　分

平均給与月額

平 均 年 齢

-(       

-

平均給料月額

平均給与月額

平 均 年 齢

備 考

人)

-(       

理 事

５級 級 ４ 級 ３

課長補佐
係 長

主 査
主 任

級 １

高 校 卒

大 学 卒

213,100

人

％

令和７年１月１日現在

計

計

％

％

％

％

一 般 行 政 職

人)

８ 級

７

-(       

- ％ -(        ％)

％)

-(        ％)

-(        ％)

-(        ％)

11.8

％３

人

人

人４

人)

級級

一般行政職

８ 級 ７ 級 ６

部 長
課 長

副 課 長

2 人 -(       

区 分 ２

主 事

技 師

主 事

技 師

％

17

％)

5 人 -(       人) 29.3 ％

46

45 歳 8

357,794 円

月

人 -(       人)

区　　　分

令和８年１月１日現在

％

人

人

人

人)

100.0

-

5.9

11.8

5.9

23.4

-(       人)

-(       人)

-(       

人 5.9

人

備 考一 般 行 政 職

-(        

％)

％)

％)

-(        ％)

-(        ％)

327,592

円

円

月

円

237,600 円 円

歳

290,385

一 般 行 政 職 技 能 労 務 職

一 般 会 計 の 制 度

219,400

4

令和７年１月１日現在

平均給料月額 316,534 円

一 般 行 政 職

令和８年１月１日現在

区 分

２

１

級

級

級

級

級

級

級

８ 級

７ 級

６ 級

５ 級

４ 級

３ 級

２ 級

１ 級

-

（ ）内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。
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（４）昇給

（５）特殊勤務手当（令和８年１月１日現在）

（６）期末手当・勤勉手当

(注)

（７）定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

（８）その他の手当

昇給に係る職員数

2.325 月分 2.325 月分 4.650 月分

月分 月分

1.200(        

月分
有

有

有

月分月分

2.325 2.325 4.650

4.6002.300

(B)

号 給 数 別 内 訳

11

号給

号給

６

８ - 人

- 人

６ 号給

８ 号給

号給

２ 号給

３ 号給

４

- 人

33.27075 月分

比 率 (B)/(A)

合 計区 分

47.709 月分

通 勤 手 当 〃 -

扶 養 手 当 〃 -

住 居 手 当 〃 -

区 分

地 域 手 当

一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同 差 異 の 内 容

同 -

24.586875

一般会計の制度
（支給率等）

支 給 率 等

24.586875

月分

月分

47.709

区 分

2.450(        月分)

2.400(        月分)

2.450(        月分)

月分)

1.225(        月分)

1.225(        月分)

1.200(        月分)

1.225(        月分)

２ ０ 年
勤務の者

47.709

前 年 度

一般会計の制度

2.300 月分

33.27075 月分

給 料 総 額 に 対 す る 比 率

支 給 対 象 職 員 の 比 率

支給対象職員１人当たり平均支給月額

一 般 行 政 職

備 考支 給 率 計
支 給 期 別 支 給 率

1.225(        月分)

職制上の段階、職務
の級等による加算措置

区 分

支給対象職員の比率別

支 給 額 別代表的な特殊勤務
手 当 の 名 称

本 年 度

６月 １２月

-

全 職 種

-

- ％

- ％

- 円

- ％

- 円

- ％

人

前 年 度

比 率

(B)

(A)

(B)/(A)

備 考区 分

70.6 ％ 70.6 ％

- 人

- 人

12 人

人

-

号給号 給 数 別 内 訳

17 人

12

職 員 数

２

昇給に係る職員数

-

-

-

人

- 人

64.7 ％

17 人

12 人人

- 人

- 人

12 人

- 人

64.7 ％

11 人

人

人

人

11 人

11 人

人17

本 年 度

職 員 数 17

一 般 行 政 職 備 考

人

- 人

-- 人

２ ５ 年
勤務の者

３ ５ 年
勤務の者

３

４

月分月分

47.709 月分

定 年 前 早 期
退職者加算あり

定 年 前 早 期
退職者加算あり

加 算 措 置 等最 高 限 度 額

号給

号給

(A)

（ ）内は、再任用職員の支給率。
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(単位：円)

(単位：円)

資　　　　　産　　　　　の　　　　　部

令和８年度三木市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

(令和９年３月３１日現在)

(7) 他 会 計 貸 付 金 0

(1) 有 形 固 定 資 産

１ 固 定 資 産

456,598,628

イ 建 物

ア 土 地

146,079,523

ウ 構 築 物

(ｱ) 減 価 償 却 累 計 額 307,104,717△      

453,184,240

2,130,889,967

エ 導 管

(ｱ) 減 価 償 却 累 計 額 2,057,097,331△    

4,187,987,298

9,134,125,461

オ 機 械 及 び 装 置

(ｱ) 減 価 償 却 累 計 額 9,973,794,302△    

19,107,919,763

400,850,142

カ 車 両 運 搬 具

(ｱ) 減 価 償 却 累 計 額 1,359,344,602△    

1,760,194,744

8,016,702

キ 工 具 器 具 備 品

(ｱ) 減 価 償 却 累 計 額 11,790,290△       

19,806,992

115,078,740

ク 建 設 仮 勘 定

(ｱ) 減 価 償 却 累 計 額 214,234,314△      

329,313,054

12,595,109,345

(2) 無 形 固 定 資 産

有 形 固 定 資 産 合 計

203,470,182

イ 電 話 加 入 権

ア ソ フ ト ウ エ ア 904,000

1,267,700

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

無 形 固 定 資 産 合 計

363,700

イ 長 期 貸 付 金 595,000,000

1,888,085,085ア 基 金

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計

40,800ウ そ の 他 資 産

15,079,502,930

2,483,125,885

固 定 資 産 合 計

２ 流 動 資 産

ア 未 収 金 貸 倒 引 当 金 721,874△          

(2) 未 収 金 166,419,000

2,061,925,652(1) 現 金 預 金

(4) 貯 蔵 品

(3) 有 価 証 券 712,140,000

165,697,126

(6) 前 払 金

(5) 短 期 貸 付 金 0

20,936,920

(8) そ の 他 流 動 資 産 0

49,056,000

3,009,755,698流 動 資 産 合 計

18,089,258,628資 産 合 計

４ 固 定 負 債

負　　　　　債　　　　　の　　　　　部

(2) 引 当 金

(1) 建 設 改 良 企 業 債 495,857,000

イ 修 繕 引 当 金 110,086,161

ア 退 職 給 付 引 当 金 71,010,885

固 定 負 債 合 計

引 当 金 合 計 181,097,046

676,954,046
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(単位：円)

(単位：円)

(1) 建 設 改 良 企 業 債
５ 流 動 負 債

(3) 未 払 費 用
(2) 未 払 金 222,510,000

4,143,000

(5) 預 り 金
(4) 前 受 金 0

0

ア 賞 与 引 当 金 9,439,000
(6) 引 当 金

228,737,000

引 当 金 合 計
イ 法 定 福 利 費 引 当 金 1,967,000

0(7) そ の 他 流 動 負 債
11,406,000

６ 繰 延 収 益

466,796,000流 動 負 債 合 計

ア 工 事 負 担 金 長 期 前 受 金 7,210,190,990
(1) 長 期 前 受 金

ウ 協 力 金 長 期 前 受 金 1,682,615,367
イ 国 県 補 助 金 長 期 前 受 金 174,758,301

10,388,060,630長 期 前 受 金 合 計
エ 受贈財産評価額長期前受金 1,320,495,972

イ 国県補助金収益 化累 計額 114,352,703△      
ア 工事負担金収益 化累 計額 4,967,482,256△    

(2) 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額

エ 受贈財産評価額収益化累計額 809,671,470△      
ウ 協 力 金 収 益 化 累 計 額 1,347,467,102△    

繰 延 収 益 合 計
長期前受金収益化累計額合計 7,238,973,531△    

4,292,837,145
3,149,087,099

負 債 合 計

資　　　　　本　　　　　の　　　　　部

７ 資 本 金

ア 固 有 資 本 金 32,982,603

(1) 自 己 資 本 金

ウ 繰 入 資 本 金 36,300,409

イ 組 入 資 本 金 6,888,105,145

自 己 資 本 金 合 計 9,958,508,355

エ 引 継 資 本 金 3,001,120,198

9,958,508,355資 本 金 合 計

８ 剰 余 金

イ 国 県 補 助 金 534,330

ア 工 事 負 担 金 503,521,175

(1) 資 本 剰 余 金

エ 受 贈 財 産 評 価 額 159,427,174

ウ 協 力 金 7,895,969

1,909,090,733資 本 剰 余 金 合 計

オ そ の 他 資 本 剰 余 金 1,237,712,085

イ 利 益 積 立 金 188,000,000

ア 減 債 積 立 金 10,000,000

(2) 利 益 剰 余 金

エ 当年度未処分利 益剰 余金

ウ 建 設 改 良 積 立 金 1,350,000,000

(ｲ) 0

(ｱ) 繰越利益剰余金年度末残高 373,080,395

利 益 剰 余 金 合 計

(ｳ) 当 年 度 純 損 益 7,742,000

3,837,913,128剰 余 金 合 計

1,928,822,395

18,089,258,628負 債 ・ 資 本 合 計

13,796,421,483資 本 合 計

その他未処分利益剰余金変動額
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注 記 表 

１ 重要な会計方針に係る事項に関する注記 

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法 

ア 満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法）。ただし、取得価額と券面額との差額が僅少であり重要性に乏しい銘

柄については原価法 

イ その他有価証券 

(ｱ) 時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定） 

(ｲ) 時価のないもの 

移動平均法による原価法 

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法 

ア 貯蔵品   先入先出法による原価法 

(3) 固定資産の減価償却の方法 

ア 有形固定資産 

(ｱ) 減価償却の方法   定額法による（ただし、量水器については取替法による。）。 

(ｲ) 主な耐用年数 

・ 建物       １７年から５０年 

・ 構築物      １０年から６０年 

・ 導管       ４０年 

・ 機械及び装置     ８年から２０年 

・ 車両運搬具      ３年から  ７年 

・ 工具器具及び備品   ３年から２０年 

イ 無形固定資産 

(ｱ) 減価償却の方法   定額法による。 

(ｲ) 主な耐用年数 

・ ソフトウエア     ５年 

(4) 引当金の計上方法 

ア 貸倒引当金 

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等により回収不能見込額を計上してい

る。 

イ 退職給付引当金 

当年度末における職員に対する退職手当の要支給額から、兵庫県市町村職員退職手当組合に

おける積立金相当額を控除した額を計上している。 

ウ 修繕引当金（旧） 

平成26年3月31日以前（会計基準改定前）に引き当てられた修繕引当金の額を計上している。

エ 賞与引当金 

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、 
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当年度の負担に属する額を計上している。 

オ 法定福利費引当金 

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給

見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。 

(5) その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項 

ア 消費税及び地方消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。 

 

２ 予定キャッシュ・フロー計算書に関する注記 

(1) 重要な非資金取引 

該当事項なし 

 

３ 予定貸借対照表に関する注記 

(1) 担保に供されている資産及びこれに対応する負債 

該当事項なし 

(2) 後年度において一般会計等が負担する企業債の償還に関する事項 

該当事項なし 

(3) 保証債務又は重要な係争事件に係る損害賠償義務等に関する事項 

該当事項なし 

 

４ セグメント情報の開示 

三木市水道事業では、水道事業の単一セグメントであるため、記載を省略している。 

 

５ 減損損失に関する注記 

該当事項なし 

 

６ リース契約により使用する固定資産に関する注記 

(1) リース会計に係る特例措置 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっている。 

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額 

 １年内  2,672,000円 

 １年超  5,126,000円 

   計   7,798,000円 

(3) オペレーティング・リース取引に係る未経過リース料相当額 

該当事項なし 

 

７ その他の注記 

(1) 引当金の取崩し 
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ア 貸倒引当金 

   令和8年度において不納欠損処理をするため、貸倒引当金を580,000円取り崩す。 

イ 退職給付引当金 

令和8年度において、兵庫県市町村職員退職手当組合の市町負担金額と退職手当額の調整に

関する条例第２条の規定による調整負担金1,236,000円を支出するため、退職給付引当金を同

額取り崩す。 

   ウ 修繕引当金（旧） 

     平成26年3月31日以前（会計基準改定前）に引き当てられたものについては、新会計基準移 

 行に係る経過措置として従前の例により取り崩すこととし、令和8年度において、修繕を実施 

 するため、修繕引当金を17,450,000円取り崩す。 

エ 賞与引当金 

令和8年6月に期末手当及び勤勉手当を支給するため、賞与引当金を8,513,000円取り崩す。 

オ 法定福利費引当金 

令和8年6月に期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支出するため、法定福利費引当金を

1,613,000円取り崩す。 
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(単位：円)

令和７年度三木市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで)

(1) 給 水 収 益

１ 営 業 収 益

(3) そ の 他 営 業 収 益

(2) 受 託 工 事 収 益 1,070,000

1,452,754,000

２ 営 業 費 用

76,470,000 1,530,294,000

(2) 配 給 水 費 132,786,000

788,378,000(1) 原 浄 水 費

(4) 業 務 費 145,543,000

1,000,000(3) 受 託 工 事 費

(6) 減 価 償 却 費 516,805,000

50,606,000(5) 総 係 費

(8) そ の 他 営 業 費 用 10,002,000

38,905,000(7) 資 産 減 耗 費

153,731,000△      

1,684,025,000

営 業 損 益

(1) 受 取 利 息 13,512,000

３ 営 業 外 収 益

(3) 他 会 計 補 助 金 1,000

(2) 基 金 繰 入 金 1,000

(5) 雑 収 益 1,518,000

(4) 長 期 前 受 金 戻 入 165,589,000

４ 営 業 外 費 用

180,621,000

(1) 支 払 利 息 4,255,000

経 常 損 益

4,257,000 176,364,000(2) 雑 支 出 2,000

５ 特 別 利 益

22,633,000

６ 特 別 損 失

3,000(1) 特 別 利 益 3,000

当 年 度 純 損 益

5,000 2,000△            (1) 特 別 損 失 5,000

350,449,395

その他未処分利益剰余金変動額

22,631,000

前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金

373,080,395当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金

0
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(単位：円)

(単位：円)

資　　　　　産　　　　　の　　　　　部

令和７年度三木市水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（令和８年３月３１日現在)

(1) 有 形 固 定 資 産

１ 固 定 資 産

456,598,628

イ 建 物

ア 土 地

154,577,523

ウ 構 築 物

(ｱ) 減 価 償 却 累 計 額 298,606,717△      

453,184,240

2,197,751,967

エ 導 管

(ｱ) 減 価 償 却 累 計 額 1,989,000,331△    

4,186,752,298

9,087,722,461

オ 機 械 及 び 装 置

(ｱ) 減 価 償 却 累 計 額 9,589,754,302△    

18,677,476,763

378,299,142

カ 車 両 運 搬 具

(ｱ) 減 価 償 却 累 計 額 1,320,949,602△    

1,699,248,744

1,505,702

キ 工 具 器 具 備 品

(ｱ) 減 価 償 却 累 計 額 11,571,290△       

13,076,992

102,716,740

ク 建 設 仮 勘 定

(ｱ) 減 価 償 却 累 計 額 186,975,314△      

289,692,054

12,582,642,345

(2) 無 形 固 定 資 産

有 形 固 定 資 産 合 計

203,470,182

イ 電 話 加 入 権

ア ソ フ ト ウ エ ア 1,808,000

2,171,700

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

無 形 固 定 資 産 合 計

363,700

イ 長 期 貸 付 金 680,000,000

1,875,965,085ア 基 金

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計

26,800ウ そ の 他 資 産

15,140,805,930

2,555,991,885

固 定 資 産 合 計

２ 流 動 資 産

(2) 未 収 金 166,999,000

2,109,864,652(1) 現 金 預 金

(3) 有 価 証 券 712,140,000

166,397,126ア 未 収 金 貸 倒 引 当 金 601,874△          

(5) 短 期 貸 付 金 0

21,138,920(4) 貯 蔵 品

(7) 他 会 計 貸 付 金 0

49,056,000(6) 前 払 金

流 動 資 産 合 計

(8) そ の 他 流 動 資 産 0

18,199,402,628資 産 合 計

3,058,596,698

負　　　　　債　　　　　の　　　　　部

(1) 建 設 改 良 企 業 債

４ 固 定 負 債

ア 退 職 給 付 引 当 金 73,579,885

(2) 引 当 金

450,000,000

引 当 金 合 計

イ 修 繕 引 当 金 127,535,161

651,115,046固 定 負 債 合 計

201,115,046
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(単位：円)

(単位：円)

５ 流 動 負 債

(2) 未 払 金
(1) 建 設 改 良 企 業 債 0

(4) 前 受 金
(3) 未 払 費 用 0

222,510,000

(6) 引 当 金
(5) 預 り 金 228,737,000

0

イ 法 定 福 利 費 引 当 金 1,613,000
ア 賞 与 引 当 金 8,513,000

0(7) そ の 他 流 動 負 債
引 当 金 合 計 10,126,000

６ 繰 延 収 益

461,373,000流 動 負 債 合 計

ア 工 事 負 担 金 長 期 前 受 金 7,209,186,990
(1) 長 期 前 受 金

ウ 協 力 金 長 期 前 受 金 1,682,615,367
イ 国 県 補 助 金 長 期 前 受 金 174,757,301

10,387,055,630長 期 前 受 金 合 計
エ 受贈財産評価額長期前受金 1,320,495,972

イ 国県補助金収益 化累 計額 111,071,703△      
ア 工事負担金収益 化累 計額 4,851,078,256△    

(2) 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額

エ 受贈財産評価額収益化累計額 790,840,470△      
ウ 協 力 金 収 益 化 累 計 額 1,323,709,102△    

繰 延 収 益 合 計
長期前受金収益化累計額合計 7,076,699,531△    

4,422,844,145
3,310,356,099

負 債 合 計

資　　　　　本　　　　　の　　　　　部

７ 資 本 金

ア 固 有 資 本 金 32,982,603

(1) 自 己 資 本 金

ウ 繰 入 資 本 金 36,300,409

イ 組 入 資 本 金 6,888,105,145

自 己 資 本 金 合 計 9,958,508,355

エ 引 継 資 本 金 3,001,120,198

9,958,508,355資 本 金 合 計

８ 剰 余 金

イ 国 県 補 助 金 534,330

ア 工 事 負 担 金 503,521,175

(1) 資 本 剰 余 金

エ 受 贈 財 産 評 価 額 159,427,174

ウ 協 力 金 7,895,969

1,896,969,733資 本 剰 余 金 合 計

オ そ の 他 資 本 剰 余 金 1,225,591,085

イ 利 益 積 立 金 188,000,000

ア 減 債 積 立 金 10,000,000

(2) 利 益 剰 余 金

エ 当年度未処分利 益剰 余金

ウ 建 設 改 良 積 立 金 1,350,000,000

(ｲ) 0

(ｱ) 繰越利益剰余金年度末残高 350,449,395

利 益 剰 余 金 合 計

(ｳ) 当 年 度 純 損 益 22,631,000

3,818,050,128剰 余 金 合 計

1,921,080,395

18,199,402,628負 債 ・ 資 本 合 計

13,776,558,483資 本 合 計

その他未処分利益剰余金変動額
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注 記 表 

１ 重要な会計方針に係る事項に関する注記 

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法 

ア 満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法）。ただし、取得価額と券面額との差額が僅少であり重要性に乏しい銘

柄については原価法 

イ その他有価証券 

(ｱ) 時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定） 

(ｲ) 時価のないもの 

移動平均法による原価法 

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法 

ア 貯蔵品   先入先出法による原価法 

(3) 固定資産の減価償却の方法 

ア 有形固定資産 

(ｱ) 減価償却の方法   定額法による（ただし、量水器については取替法による。）。 

(ｲ) 主な耐用年数 

・ 建物       １７年から５０年 

・ 構築物      １０年から６０年 

・ 導管       ４０年 

・ 機械及び装置     ８年から２０年 

・ 車両運搬具      ３年から  ７年 

・ 工具器具及び備品   ３年から２０年 

イ 無形固定資産 

(ｱ) 減価償却の方法   定額法による。 

(ｲ) 主な耐用年数 

・ ソフトウエア     ５年 

(4) 引当金の計上方法 

ア 貸倒引当金 

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等により回収不能見込額を計上してい

る。 

イ 退職給付引当金 

当年度末における職員に対する退職手当の要支給額から、兵庫県市町村職員退職手当組合に

おける積立金相当額を控除した額を計上している。 

ウ 修繕引当金（旧） 

平成26年3月31日以前（会計基準改定前）に引き当てられた修繕引当金の額を計上している。

エ 賞与引当金 

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、 
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当年度の負担に属する額を計上している。 

オ 法定福利費引当金 

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給

見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。 

(5) その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項 

ア 消費税及び地方消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。 

 

２ 予定貸借対照表に関する注記 

(1) 担保に供されている資産及びこれに対応する負債 

該当事項なし 

(2) 後年度において一般会計等が負担する企業債の償還に関する事項 

該当事項なし 

(3) 保証債務又は重要な係争事件に係る損害賠償義務等に関する事項 

該当事項なし 

 

３ セグメント情報の開示 

三木市水道事業では、水道事業の単一セグメントであるため、記載を省略している。 

 

４ 減損損失に関する注記 

該当事項なし 

 

５ リース契約により使用する固定資産に関する注記 

(1) リース会計に係る特例措置 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっている。 

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額 

 １年内  2,723,000円 

 １年超  7,798,000円  

   計   10,521,000円 

(3) オペレーティング・リース取引に係る未経過リース料相当額 

該当事項なし 

 

６ その他の注記 

(1)  引当金の取崩し 

ア  貸倒引当金 

 令和7年度において不納欠損処理をするため、貸倒引当金を601,874円取り崩す。 

イ 退職給付引当金 

令和7年度において、兵庫県市町村職員退職手当組合の市町負担金額と退職手当額の調整に 
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関する条例第２条の規定による調整負担金1,550,000円を支出するため、退職給付引当金を同

額取り崩す。退職給付引当金計上必要額に対し既引当金額が不足する額として退職給付費

2,179,000円を繰り入れる。 

ウ 賞与引当金 

令和7年6月に期末手当及び勤勉手当を支給するため、賞与引当金を8,405,000円取り崩す。 

エ 法定福利費引当金 

令和7年6月に期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支出するため、法定福利費引当金を

1,670,000円取り崩す。 
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令令 和和 ８８ 年年 度度

三三 木木 市市 下下 水水 道道 事事 業業 会会 計計

予予 算算 並並 びび にに 予予 算算 説説 明明 書書
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　　（（総総則則））

第第１１条条　　令令和和８８年年度度三三木木市市下下水水道道事事業業会会計計のの予予算算はは、、次次にに定定めめるるととこころろにによよるる。。

　　（（業業務務のの予予定定量量））

第第２２条条　　業業務務のの予予定定量量はは、、次次ののととおおりりととすするる。。

（（１１））汚汚水水処処理理件件数数

（（２２））年年間間総総有有収収水水量量

（（３３））１１日日平平均均有有収収水水量量

（（４４））主主なな建建設設改改良良事事業業

　　　　アア　　流流域域下下水水道道負負担担金金

　　　　イイ　　公公共共下下水水道道費費

　　　　ウウ　　特特環環下下水水道道費費

　　　　エエ　　農農集集事事業業費費

　　　　オオ　　業業務務施施設設費費

　　（（収収益益的的収収入入及及びび支支出出））

第第３３条条　　収収益益的的収収入入及及びび支支出出のの予予定定額額はは、、次次ののととおおりりとと定定めめるる。。

　　（（資資本本的的収収入入及及びび支支出出））

第第４４条条　　資資本本的的収収入入及及びび支支出出のの予予定定額額はは、、次次ののととおおりりとと定定めめるる（（資資本本的的収収入入額額がが資資本本的的

　　支支出出額額にに対対ししてて不不足足すするる額額　　６６４４７７，，５５２２９９千千円円はは、、当当年年度度分分消消費費税税等等資資本本的的収収支支調調

　　整整額額　　２２２２，，８８７７４４千千円円、、減減債債積積立立金金　　８８５５，，８８４４８８千千円円及及びび損損益益勘勘定定留留保保資資金金等等

　　５５３３８８，，８８００７７千千円円でで補補ててんんすするるももののととすするる。。））。。

　　　　　　第第４４項項 国国 県県 補補 助助 金金 １１００００,,４４００００ 千千円円

　　　　　　第第２２項項 他他 会会 計計 出出 資資 金金 １１ 千千円円

　　　　　　第第３３項項 他他 会会 計計 借借 入入 金金 １１ 千千円円

　　　　第第１１款款 資資 本本 的的 収収 入入 １１,,６６３３３３,,５５６６１１ 千千円円

　　　　　　第第１１項項 企企 業業 債債 １１,,１１４４２２,,３３００００ 千千円円

　　　　　　第第４４項項 予予 備備 費費 ５５,,００００００ 千千円円

　　収収　　入入

　　　　　　第第２２項項 営営 業業 外外 費費 用用 ２２００４４,,２２５５２２ 千千円円

　　　　　　第第３３項項 特特 別別 損損 失失 ５５ 千千円円

　　　　第第１１款款 下下 水水 道道 事事 業業 費費 用用 ２２,,４４２２５５,,２２９９７７ 千千円円

　　　　　　第第１１項項 営営 業業 費費 用用 ２２,,２２１１６６,,００４４００ 千千円円

　　　　　　第第３３項項 特特 別別 利利 益益 ３３ 千千円円

　　支支　　出出

　　　　　　第第１１項項 営営 業業 収収 益益 １１,,２２８８００,,３３４４４４ 千千円円

　　　　　　第第２２項項 営営 業業 外外 収収 益益 １１,,１１７７２２,,５５１１９９ 千千円円

　　収収　　入入

　　　　第第１１款款 下下 水水 道道 事事 業業 収収 益益 ２２,,４４５５２２,,８８６６６６ 千千円円

３３３３,,５５５５００ 千千円円

６６６６,,２２６６７７ 千千円円

１１６６２２,,００５５８８ 千千円円

２２３３８８,,８８００００ 千千円円

令和８年度三木市下水道事業会計予算

２２９９,,９９３３４４ 件件

７７,,３３００１１,,４４６６５５ ㎥㎥

２２００,,００００４４ ㎥㎥

４４５５,,６６５５００ 千千円円

- 41 -
－ 41 －



　　（（企企業業債債））

第第５５条条　　起起債債のの目目的的、、限限度度額額、、起起債債のの方方法法、、利利率率及及びび償償還還のの方方法法はは、、次次ののととおおりりとと定定めめ

　　るる。。

　　（（一一時時借借入入金金））

第第６６条条　　一一時時借借入入金金のの限限度度額額はは、、１１，，００００００，，００００００千千円円とと定定めめるる。。

　　（（予予定定支支出出のの各各項項のの経経費費のの金金額額のの流流用用））

第第７７条条　　予予定定支支出出のの各各項項のの経経費費のの金金額額をを流流用用すするるここととががででききるる場場合合はは、、営営業業費費用用、、営営業業

　　外外費費用用、、特特別別損損失失のの予予算算にに過過不不足足をを生生じじたた場場合合ににおおけけるるここれれらら各各項項のの間間のの流流用用ととすするる。。

　　（（議議会会のの議議決決をを経経ななけけれればば流流用用すするるここととののででききなないい経経費費））

第第８８条条　　次次にに掲掲げげるる経経費費ににつついいててはは、、そそのの経経費費のの金金額額をを、、そそれれ以以外外のの経経費費のの金金額額にに流流用用

　　しし、、又又ははそそれれ以以外外のの経経費費ををそそのの経経費費のの金金額額にに流流用用すするる場場合合はは、、議議会会のの議議決決をを経経ななけけれれ

　　ばばななららなないい。。

（（１１））職職員員給給与与費費

　　（（他他会会計計かかららのの補補助助金金））

第第９９条条　　下下水水道道事事業業運運営営ののたためめ、、一一般般会会計計かかららここのの会会計計へへ補補助助をを受受けけるる金金額額はは、、８８７７

　　３３，，００００００千千円円ででああるる。。

１１００３３,,４４００５５ 千千円円

１１,,１１４４２２,,３３００００
44..00％％

以以内内

起起債債のの目目的的 限限 度度 額額
起起 債債 のの
方方 法法

利利 率率 償償　　還還　　のの　　方方　　法法

下下水水道道事事業業

千千円円

証証書書借借入入
又又はは

証証券券発発行行

政政府府資資金金ににつついいててはは、、そそのの融融資資条条件件
にによよりり、、銀銀行行そそのの他他のの場場合合ににはは、、そそ
のの債債権権者者とと協協定定すするるももののととすするる。。たた
だだしし、、財財政政のの都都合合等等にによよりり繰繰上上償償還還
ををしし、、据据置置期期限限及及びび償償還還年年限限をを短短縮縮
しし、、又又はは低低利利債債にに借借換換ええすするるここととがが
ででききるる。。

　　　　　　第第３３項項 投投 資資 ６６１１４４ 千千円円

　　　　　　第第４４項項 予予 備備 費費 １１００,,００００００ 千千円円

　　　　　　第第１１項項 建建 設設 改改 良良 費費 ５５７７６６,,３３４４５５ 千千円円

　　　　　　第第２２項項 企企 業業 債債 償償 還還 金金 １１,,６６９９４４,,１１３３１１ 千千円円

　　支支　　出出

　　　　第第１１款款 資資 本本 的的 支支 出出 ２２,,２２８８１１,,００９９００ 千千円円

　　　　　　第第８８項項 基基 金金 繰繰 入入 金金 ２２２２,,９９５５２２ 千千円円

　　　　　　第第1100項項 そそのの他他資資本本的的収収入入 １１ 千千円円

　　　　　　第第９９項項 固固定定資資産産売売却却代代金金 １１ 千千円円

　　　　　　第第６６項項 他他 会会 計計 繰繰 入入 金金 ３３６６００,,２２５５００ 千千円円

　　　　　　第第７７項項 基基 金金 収収 入入 ２２００４４ 千千円円

　　　　　　第第５５項項 工工 事事 負負 担担 金金 ７７,,４４５５１１ 千千円円
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収　　入 (単位：千円)

区　　　分 金　　額

1.下水道事業収益 2,452,866

  1.営業収益 1,280,344

    1.下水道 1,226,907  1.下水道 1,226,907 ･下水道使用料 1,115,370

      使用料  　使用料 (消費税等相当額) 111,537 計 1,226,907

    2.雨水処理 46,280  1.雨水処理 46,280 ･雨水事務経費負担金(課税分) 1,831

      負担金    負担金 雨水事務経費負担金(課税以外) 4,053

減価償却費(雨水)負担金 32,573

企業債利息(雨水)負担金 7,642
(消費税等相当額) 181 計 46,280

    3.受託工事 1,100  1.工事収入 1,100 ･下水道等接続工事費(事業者負担分) 1,000

      収益 (消費税等相当額) 100 計 1,100

    4.その他営業 6,057  1.手数料 300 指定工事店登録等手数料 300

      収益 (消費税等相当額) － 計 300

 2.雑収益 5,757 ･下水道遅収使用料 1,537

･職員健康診断助成金 61

･浄化槽事務受託料 3,636
(消費税等相当額) 523 計 5,757

  2.営業外収益 1,172,519

    1.受取利息 406  1.預金利息 406 預金利息 406
(消費税等相当額) － 計 406

    2.国県補助金 1  1.国県補助金 1 社会資本整備総合交付金 1
(消費税等相当額) － 計 1

    3.他会計 466,470  1.他会計 466,470 ･汚水事務経費等補助金(課税分) 4,377

      繰入金    補助金 汚水事務経費等補助金(課税以外) 14,957

減価償却費(汚水)補助金 290,329

企業債利息(汚水)補助金 108,370

その他 48,000
(消費税等相当額) 437 計 466,470

    4.長期前受金 705,629  1.国県補助金長 361,624 国県補助金長期前受金戻入 361,624

　　　戻入  　期前受金戻入 (消費税等相当額) － 計 361,624

 2.工事負担金長 83,919 工事負担金長期前受金戻入 83,919

 　期前受金戻入 (消費税等相当額) － 計 83,919

 3.他会計繰入金 202,345 他会計繰入金長期前受金戻入 202,345

 　長期前受金戻

 　入 (消費税等相当額) － 計 202,345

 4.受贈財産評価 57,741 受贈財産評価額長期前受金戻入 57,741

 　額長期前受金

 　戻入 (消費税等相当額) － 計 57,741

    5.雑収益 12  1.その他雑収益 12 電柱占用料等 12
(消費税等相当額) － 計 12

    6.消費税等 1  1.消費税等 1 消費税等還付金 1

      還付金    還付金 － 計 1

  3.特別利益 3

    1.特別利益 3  1.固定資産 1 固定資産売却益 1

   売却益 (消費税等相当額) － 計 1

 2.過年度損益 1 過年度損益修正益 1

   修正益 (消費税等相当額) － 計 1

 3.その他特別 1 その他特別利益 1

   利益 (消費税等相当額) － 計 1

収　益　的　収　入　及　び　支　出

説　　　　　　　　　　　　明

令和８年度三木市下水道事業会計予算実施計画

款　項　目 予 定 額
節
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支　　出 (単位：千円)

区　　　分 金　　額

1.下水道事業費用 2,425,297

  1.営業費用 2,216,040

    1.管渠費 98,218  1.給料 3,771 職員給料 3,771
(消費税等相当額) － 計 3,771

 2.手当 2,819 地域手当 158

扶養手当 156

時間外勤務手当 800

住居手当 336

･通勤手当 216

期末勤勉手当 1,132
(消費税等相当額) 21 計 2,819

 3.賞与引当金 560 期末勤勉手当分 560

 　繰入額 (消費税等相当額) － 計 560

 4.報酬 1 会計年度任用職員報酬 1
(消費税等相当額) － 計 1

 5.法定福利費 1,978 地方公務員災害補償基金 13

共済組合費（追加費用等を含む） 1,428

退職手当組合負担金 536

社会保険料等 1
(消費税等相当額) － 計 1,978

 6.法定福利費 112 期末勤勉手当に係る法定福利費分 112

 　引当金繰入額 (消費税等相当額) － 計 112

 7.備消品費 308 ･現場用消耗品費 280
(消費税等相当額) 28 計 308

 8.光熱水費 1 末広倉庫電気料金 1
(消費税等相当額) － 計 1

 9.通信運搬費 3,256 ･マンホールポンプ情報配信料 2,900

･電話料金 60
(消費税等相当額) 296 計 3,256

10.委託料 65,494 ･汚水管渠浚渫委託料 11,960

･マンホールポンプ維持管理業務委託料 9,940

･つまり等時間外緊急受信業務委託料 4,750

･ 1,430

･ 1,000

･ 14,100

･管路包括委託業務導入検討委託費 12,720

･接続点流量等測定委託費 3,640
(消費税等相当額) 5,954 計 65,494

11.賃借料 1,289 マンホールポンプ借地料 13

･大型発電機賃借料等 600

･管内検査カメラ賃借料 420

･ガス検知器賃借料 140
(消費税等相当額) 116 計 1,289

12.修繕費 7,529 ･汚水管渠等修繕費 2,450

(37,340) ･汚水管渠等修繕費(引当金使用分) (8,200)

･雨水管渠等修繕費 1,000

･汚水マンホール蓋、MP修繕費 (23,790)

･マンホールポンプ分解補修費 （5,350)
(消費税等相当額) 4,079 計 7,529

13.動力費 11,055 ･マンホールポンプ動力電気料金 10,050
(消費税等相当額) 1,005 計 11,055

14.負担金 44 ･正法寺下水道維持管理負担金 40
(消費税等相当額) 4 計 44

15.雑費 1 雑費 1
(消費税等相当額) － 計 1

    2.処理場費 116,233  1.給料 3,755 職員給料 3,755
(消費税等相当額) － 計 3,755

説　　　　　　　　　　　　明款　項　目 予 定 額
節

窓口業務委託料

伐開除草作業委託料

管渠カメラ調査

※（）内の金額

は修繕引当金か

らの取り崩しに

よる
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(単位：千円)

区　　　分 金　　額

 2.手当 2,369 地域手当 160

扶養手当 234

時間外勤務手当 800

･通勤手当 22

期末勤勉手当 1,151
(消費税等相当額) 2 計 2,369

 3.賞与引当金 568 期末勤勉手当分 568

 　繰入額 (消費税等相当額) － 計 568

 4.法定福利費 1,773 共済組合費（追加費用等を含む） 1,227

退職手当組合負担金 534

地方公務員災害補償基金 12
(消費税等相当額) － 計 1,773

 5.法定福利費 114 期末勤勉手当に係る法定福利費分 114

 　引当金繰入額 (消費税等相当額) － 計 114

 6.備消品費 110 ･現場用消耗品費 91

･事務用消耗品費 9
(消費税等相当額) 10 計 110

 7.光熱水費 528 ･処理場上下水道料金 480
(消費税等相当額) 48 計 528

 8.通信運搬費 282 ･処理場電話料金 90

･処理場情報配信料 166
(消費税等相当額) 26 計 282

 9.委託料 88,204 ･処理施設維持管理委託料 62,400

･汚泥引抜手数料 4,310

･除草剪定委託料 700

･農集処理場管理委託料 55

･ｳｫｰﾀｰPPP導入調査業務 12,720
(消費税等相当額) 8,019 計 88,204

10.修繕費 1,500 ･処理施設修繕費 (15,000）

(15,000) (消費税等相当額) 1,500 計 1,500

11.動力費 17,028 ･処理場動力電気料金 15,480
(消費税等相当額) 1,548 計 17,028

12.薬品費 1 薬品購入費 1
(消費税等相当額) － 計 1

13.雑費 1 雑費 1
(消費税等相当額) － 計 1

    3.水質規制費 10,617  1.給料 1 職員給料 1
(消費税等相当額) － 計 1

 2.手当 2,422 時間外勤務手当 500

期末勤勉手当 1,922
(消費税等相当額) － 計 2,422

 3.賞与引当金 1 期末勤勉手当分 1

 　繰入額 (消費税等相当額) － 計 1

 4.報酬 4,960 会計年度任用職員報酬 4,960
(消費税等相当額) － 計 4,960

 5.法定福利費 1,269 共済組合費（追加費用等を含む） 1

退職手当組合負担金 1

地方公務員災害補償基金 1

社会保険料等 1,266
(消費税等相当額) － 計 1,269

 6.法定福利費 1 期末勤勉手当に係る法定福利費分 1

 　引当金繰入額 (消費税等相当額) － 計 1

 7.旅費 213 ･会計年度任用職員通勤手当 194
(消費税等相当額) 19 計 213

 8.備消品費 22 ･現場用消耗品費 20
(消費税等相当額) 2 計 22

 9.委託料 1,727 ･水質検査及び流量測定委託料 1,000

款　項　目 予 定 額
節

説　　　　　　　　　　　　明
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(単位：千円)

区　　　分 金　　額

･処理施設水質検査委託料 300

･井戸水検査委託料 270
(消費税等相当額) 157 計 1,727

10.雑費 1 雑費 1
(消費税等相当額) － 計 1

    4.受託工事費 1,100  1.工事費 1,100 ･下水道等接続工事費 1,000
(消費税等相当額) 100 計 1,100

    5.普及促進費 12,970  1.給料 4,857 職員給料 4,857
(消費税等相当額) － 計 4,857

 2.手当 4,196 地域手当 207

扶養手当 294

時間外勤務手当 2,200

期末勤勉手当 1,495
(消費税等相当額) － 計 4,196

 3.賞与引当金 725 期末勤勉手当分 725

 　繰入額 (消費税等相当額) － 計 725

 4.報酬 1 会計年度任用職員報酬 1
(消費税等相当額) － 計 1

 5.法定福利費 2,635 共済組合費（追加費用等を含む） 1,927

退職手当組合負担金 690

地方公務員災害補償基金 17

社会保険料等 1
(消費税等相当額) － 計 2,635

 6.法定福利費 151 期末勤勉手当に係る法定福利費分 151

 　引当金繰入額 (消費税等相当額) － 計 151

 7.備消品費 198 ･啓発用消耗品費 180
(消費税等相当額) 18 計 198

 8.印刷製本費 165 ･普及啓発資料等印刷費 150
(消費税等相当額) 15 計 165

 9.委託料 1 委託料 1
(消費税等相当額) － 計 1

10.補助金 40 融資あっせん利子補給金 40
(消費税等相当額) － 計 40

11.雑費 1 雑費 1
(消費税等相当額) － 計 1

    6.業務費 82,108  1.給料 3,312 職員給料 3,312
(消費税等相当額) － 計 3,312

 2.手当 2,276 地域手当 138

扶養手当 138

時間外勤務手当 1,000

･通勤手当 47

期末勤勉手当 949
(消費税等相当額) 4 計 2,276

 3.賞与引当金 468 期末勤勉手当分 468

 　繰入額 (消費税等相当額) － 計 468

 4.法定福利費 1,664 共済組合費（追加費用等を含む） 1,182

退職手当組合負担金 471

地方公務員災害補償基金 11
(消費税等相当額) － 計 1,664

 5.法定福利費 94 期末勤勉手当に係る法定福利費分 94

 　引当金繰入額 (消費税等相当額) － 計 94

 6.備消品費 1 事務用消耗品費 1
(消費税等相当額) － 計 1

 7.印刷製本費 1 印刷製本費 1
(消費税等相当額) － 計 1

 8.通信運搬費 1 通信運搬費 1
(消費税等相当額) － 計 1

款　項　目 予 定 額
節

説　　　　　　　　　　　　明
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(単位：千円)

区　　　分 金　　額

 9.委託料 74,290 ･下水道使用料徴収事務委託料 67,536
(消費税等相当額) 6,754 74,290

10.雑費 1 雑費 1
(消費税等相当額) － 計 1

    7.総係費 43,442  1.給料 9,891 職員給料 9,891
(消費税等相当額) － 計 9,891

 2.手当 8,846 地域手当 453

扶養手当 648

管理職手当 780

時間外勤務手当 2,500

･通勤手当 160

期末勤勉手当 4,289
(消費税等相当額) 16 計 8,846

 3.賞与引当金 1,518 期末勤勉手当分 1,518

 　繰入額 (消費税等相当額) － 計 1,518

 4.退職給付費 2,294 退職給付引当金繰入分 2,294
(消費税等相当額) － 計 2,294

 5.報酬 3,001 会計年度任用職員報酬 3,001
(消費税等相当額) － 計 3,001

 6.法定福利費 6,396 共済組合費（追加費用等を含む） 3,737

退職手当組合負担金 1,405

退職手当組合特別負担金 500

地方公務員災害補償基金 33

社会保険料等 721
(消費税等相当額) － 計 6,396

 7.法定福利費 316 期末勤勉手当に係る法定福利費分 316

 　引当金繰入額 (消費税等相当額) － 計 316

 8.旅費 249 ･旅費 180

･会計年度任用職員通勤手当 47
(消費税等相当額) 22 計 249

 9.被服費 285 ･作業服 139

･その他貸与品 120
(消費税等相当額) 26 計 285

10.備消品費 880 ･事務用備品費 80

･事務用消耗品費 200

･ＯＡ用消耗品費 120

･庁舎管理用消耗品費 240

･下水道関係法令集等追録費 80

･書籍 80
(消費税等相当額) 80 計 880

11.燃料費 150 ･公用車ガソリン等 136
(消費税等相当額) 14 計 150

12.光熱水費 1,983 ･庁舎電気料金 922

･庁舎上下水道料金 103

･庁舎ガス料金 778
(消費税等相当額) 180 計 1,983

13.印刷製本費 319 ･予算書等印刷費 290
(消費税等相当額) 29 計 319

14.通信運搬費 533 ･公文書郵送料 220

･電話料金 240

･ファックス用電話料金 24
(消費税等相当額) 49 計 533

15.委託料 2,365 ･庁舎清掃委託料 324

･庁舎関係保守点検等委託料 652

･コピー使用料 240

･職員健康診断委託料 141

･財務会計システム関係保守料 791

款　項　目 予 定 額
節

説　　　　　　　　　　　　明
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(単位：千円)

区　　　分 金　　額
(消費税等相当額) 217 計 2,365

16.賃借料 1,164 ･庁舎賃借料 586

･ＡＥＤ賃借料 24

･公用車リース料 448
(消費税等相当額) 106 計 1,164

17.修繕費 650 ･庁舎関係修繕費 591
(消費税等相当額) 59 計 650

18.研修費 550 ･各種研修会参加費 500
(消費税等相当額) 50 計 550

19.食糧費 1 会議等賄費 1
(消費税等相当額) － 計 1

20.会費負担金 1,190 下水道協会関係会費 260

各種協議会等負担金 930
(消費税等相当額) － 計 1,190

21.保険料 619 公用車損害保険料 80

下水道施設賠償責任保険料 435

下水道施設損害共済保険料 104
(消費税等相当額) － 計 619

22.貸倒引当金 99 貸倒引当金繰入額 99

　 繰入額 (消費税等相当額) － 計 99

23.負担金 1 各種負担金 1
(消費税等相当額) － 計 1

24.雑費 142 ･新聞代 120

･その他雑費 10
(消費税等相当額) 12 計 142

    8.減価償却費 1,386,066  1.有形固定資産 1,214,417 建物、構築物、管渠、機械及び装置、 1,214,417

   減価償却費 車両運搬具、工具器具及び備品
(消費税等相当額) － 計 1,214,417

 2.無形固定資産 171,649 施設利用権 167,053

   減価償却費 ソフトウエア 4,596
(消費税等相当額) － 計 171,649

    9.資産減耗費 25,843  1.固定資産 25,843 固定資産除却費 25,843

   除却費 (消費税等相当額) － 計 25,843

   10.流域下水道 438,443  1.流域下水道 438,443 ･流域下水道維持管理負担金 398,585

　　　負担金    負担金 (消費税等相当額) 39,858 計 438,443

   11.その他営業 1,000  1.雑支出 1,000 貸倒に係る消費税等相当額等 1,000

      費用 (消費税等相当額) － 計 1,000

  2.営業外費用 204,252

    1.支払利息 183,752  1.下水道事業債 132,781 下水道事業債利息 132,781

   利息 (消費税等相当額) － 計 132,781

 2.資本費平準化 44,403 資本費平準化債利息 44,403

   債利息 (消費税等相当額) － 計 44,403

 3.下水道事業債 6,237 下水道事業債(特別措置分)利息 6,237

   (特別措置分)

 　利息 (消費税等相当額) － 計 6,237

 4.下水道管路特 30 下水道管路特別重点調査等事業債利息 30

   別重点調査等

 　事業債利息 (消費税等相当額) － 計 30

 5.借入金利息 300 一時借入金利息 300
(消費税等相当額) － 計 300

 6.企業債取扱 1 企業債取扱諸費 1

 　諸費 (消費税等相当額) － 計 1

    2.雑支出 1,000  1.その他雑支出 1,000 控除対象外消費税等 1,000
(消費税等相当額) － 計 1,000

    3.消費税等 19,500  1.消費税等 19,500 納付予定消費税等 19,500

      納付金  　納付金 － 計 19,500

  3.特別損失 5

款　項　目 予 定 額
節

説　　　　　　　　　　　　明
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(単位：千円)

区　　　分 金　　額

    1.特別損失 5  1.固定資産 1 固定資産売却損 1

   売却損 (消費税等相当額) － 計 1

 2.減損損失 1 減損損失 1
(消費税等相当額) － 計 1

 3.災害による 1 災害による損失 1

 　損失 (消費税等相当額) － 計 1

 4.過年度損益 1 過年度損益修正損 1

   修正損 (消費税等相当額) － 計 1

 5.その他特別 1 その他特別損失 1

   損失 (消費税等相当額) － 計 1

  4.予備費 5,000

    1.予備費 5,000  1.予備費 5,000 5,000
(消費税等相当額) － 計 5,000

款　項　目 予 定 額
節

説　　　　　　　　　　　　明
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(Ａ) 2,452,866 千円

(Ｂ) 2,425,297 千円

(Ｃ) 22,874 千円

－ － ＝  当年度純損益

2,452,866 千円 － 2,425,297 千円 － 22,874 千円 ＝ 4,695 千円

(Ｄ) 49,854 千円

(Ｅ) 26,980 千円

－ ＝  当年度分消費税等資本的収支調整額

49,854 千円 － 26,980 千円 ＝ 22,874 千円

(Ｆ) 112,778 千円

(Ｇ) 26,980 千円

(Ｈ) 70,443 千円

(Ｉ) 49,854 千円

＋ － － ＝  納付予定消費税等

112,778 千円 ＋ 26,980 千円 － 70,443 千円 － 49,854 千円 ＝ 19,461 千円

　　仮払消費税等（収益的支出消費税等相当額合計）…………………………………………………………………………………………………

(Ｆ) (Ｇ) (Ｈ) (Ｉ)

　　　　 〃 　　（資本的支出消費税等相当額合計）………………………………………………………………………………………………

下水道事業当年度純損益算出

　下水道事業収益（税込）…………………………………………………………………………………

　下水道事業費用（税込）…………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Ａ) (Ｂ) (Ｃ)

　当年度分消費税等資本的収支調整額（※）………………………………………………………………………………………………

　　　　 〃 　　（資本的収入消費税等相当額合計）…………………………………………………………………………………………………

　　　　　資本的支出消費税等相当額合計…………………………………………………………………………………………………………………

　　　　　資本的収入消費税等相当額合計…………………………………………………………………………………………………………………

　　仮受消費税等（収益的収入消費税等相当額合計）…………………………………………………………………………………………………

　（※）当年度分消費税等資本的収支調整額

(Ｄ) (Ｅ)

　下水道事業費用の消費税等納付金(予定額)計上額
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収　　入 (単位：千円)

区　　　分 金　　額

1.資本的収入 1,633,561

  1.企業債 1,142,300

    1.企業債 1,142,300  1.下水道事業債 380,500 下水道事業債 380,500
(消費税等相当額) － 計 380,500

 2.資本費平準化 734,400 資本費平準化債 734,400

   債 (消費税等相当額) － 計 734,400

 3.下水道事業債 27,400 下水道事業債(特別措置分) 27,400

 　(特別措置分) (消費税等相当額) － 計 27,400
  2.他会計出資金 1
    1.他会計 1  1.他会計 1 他会計出資金 1

　　　出資金  　出資金 (消費税等相当額) － 計 1

  3.他会計借入金 1

    1.他会計 1  1.他会計 1 他会計長期借入金 1

　　　借入金  　長期借入金 (消費税等相当額) － 計 1

  4.国県補助金 100,400

    1.国県補助金 100,400  1.国県補助金 100,400 ･防災・安全交付金 85,818

･社会資本整備総合交付金 5,455
(消費税等相当額) 9,127 計 100,400

  5.工事負担金 7,451

    1.工事負担金 7,451  1.受益者負担金 7,000 ･受益者負担金 6,364
(消費税等相当額) 636 計 7,000

 2.農集分担金 450 ･農集新規加入金 409
(消費税等相当額) 41 計 450

 3.工事負担金 1 工事負担金 1
(消費税等相当額) － 計 1

  6.他会計繰入金 360,250

    1.他会計 360,250  1.他会計 360,250 ･企業債元金償還補助金 343,074

　　　繰入金  　補助金 (消費税等相当額) 17,176 計 360,250

  7.基金収入 204

    1.基金収入 204  1.基金収入 204 基金運用益 204
(消費税等相当額) － 計 204

  8.基金繰入金 22,952

    1.基金繰入金 22,952  1.基金繰入金 22,952 基金繰入金 22,952
(消費税等相当額) － 計 22,952

  9.固定資産 1

　　売却代金

    1.固定資産 1  1.固定資産 1 固定資産売却代金 1

　　　売却代金  　売却代金 (消費税等相当額) － 計 1

 10.その他資本的 1

　　収入

    1.その他資本 1  1.その他資本 1 その他資本的収入 1

　　　的収入  　的収入 (消費税等相当額) － 計 1

資　本　的　収　入　及　び　支　出

説　　　　　　　　　　　　明款　項　目 予 定 額
節

- 51 -
－ 51 －



支　　出 (単位：千円)

区　　　分 金　　額

1.資本的支出 2,281,090

  1.建設改良費 576,345

    1.流域下水道 162,058  1.流域下水道 162,058 ･流域下水道建設負担金 147,325

　　　負担金  　負担金 (消費税等相当額) 14,733 計 162,058

    2.公共下水道 238,800  1.下水道施設 201,800 ･管渠(汚水)工事費 15,000

　　　費 　 工事費 ･管渠(改築汚水)工事費 76,819

･管渠(改築雨水)工事費 8,000

･処理場(施設改築)工事費 83,637
(消費税等相当額) 18,344 計 201,800

 2.下水道施設 23,000 ･処理場(施設改築)実施設計等委託費 10,000

 　委託費 ･管渠(改築汚水)実施設計等委託費 10,910
(消費税等相当額) 2,090 計 23,000

 3.下水道施設 3,000 地下埋設物移設等補償費 3,000

 　補償費 (消費税等相当額) － 計 3,000

 4.下水道取付費 11,000 ･公共下水道取付費 10,000
(消費税等相当額) 1,000 計 11,000

    3.特環下水道 45,650  1.下水道施設 44,000 ･管渠(汚水)工事費 10,000

　　　費  　工事費 ･管渠(改築汚水)工事費 30,000
(消費税等相当額) 4,000 計 44,000

 2.下水道取付費 1,650 ･特環下水道取付費 1,500
(消費税等相当額) 150 計 1,650

    4.農集事業費 33,550  1.農集施設 33,000 ･管渠(改築汚水)工事費 20,000

 　工事費 ･細川中農集機器撤去工事費 10,000
(消費税等相当額) 3,000 計 33,000

 2.農集取付費 550 ･農集取付費 500
(消費税等相当額) 50 計 550

    5.業務施設費 66,267  1.業務施設費 66,267 ･管渠調査業務 10,176

･マンホール点検業務 25,158

･下水道事業計画変更業務委託料 10,909

･ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ監視ｼｽﾃﾑ等更新業務 1,000

･下水道台帳ﾌｧｲﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ導入業務 8,000

･需要家システム改修業務委託料 5,000
(消費税等相当額) 6,024 計 66,267

    6.建設改良 28,367  1.給料 8,580 職員給料 8,580

　　　事務費 (消費税等相当額) － 計 8,580

 2.手当 7,879 地域手当 356

扶養手当 312

時間外勤務手当 2,200

･通勤手当 296

期末勤勉手当 4,686
(消費税等相当額) 29 計 7,879

 3.報酬 2,420 会計年度任用職員報酬 2,420
(消費税等相当額) － 計 2,420

 4.法定福利費 5,411 共済組合費（追加費用等を含む） 3,607

退職手当組合負担金 1,219

地方公務員災害補償基金 27

社会保険料等 558
(消費税等相当額) － 計 5,411

 5.旅費 205 ･旅費 140

･会計年度任用職員通勤手当 46
(消費税等相当額) 19 計 205

 6.備消品費 1,761 ･事務用備品費 90

･事務用消耗品費 450

･ＯＡ用消耗品費 280

･書籍 198

･設計積算システム利用料 358

･積算資料利用料 225

説　　　　　　　　　　　　明款　項　目 予 定 額
節
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(単位：千円)

区　　　分 金　　額
(消費税等相当額) 160 計 1,761

 7.燃料費 187 ･公用車ガソリン等 170
(消費税等相当額) 17 計 187

 8.印刷製本費 1 各種届出用紙等印刷費 1
(消費税等相当額) － 計 1

 9.通信運搬費 1 各種届出用紙等郵送料等 1
(消費税等相当額) － 計 1

10.委託料 1,125 ･台帳システム保守委託料 950

･コピー使用料 72
(消費税等相当額) 103 計 1,125

11.賃借料 796 ･庁舎賃借料 293

･公用車リース料 431
(消費税等相当額) 72 計 796

12.雑費 1 雑費 1
(消費税等相当額) － 計 1

    7.受益者負担 1,653  1.報償費 525 一括納付報奨金 525

　　　金事務費 (消費税等相当額) － 計 525

 2.備消品費 11 ･事務用消耗品費 10
(消費税等相当額) 1 計 11

 3.印刷製本費 1 決定通知書等印刷費 1
(消費税等相当額) － 計 1

 4.通信運搬費 20 ･決定通知書等郵送料 18
(消費税等相当額) 2 計 20

 5.委託料 1 口座振替手数料 1
(消費税等相当額) － 計 1

 6.賃借料 662 ･電算システム使用料 602
(消費税等相当額) 60 計 662

 7.貸倒引当金 432 貸倒引当金繰入額 432

　 繰入額 (消費税等相当額) － 計 432

 8.雑費 1 雑費 1
(消費税等相当額) － 計 1

  2.企業債償還金 1,694,131

    1.企業債 1,694,131  1.下水道事業債 1,073,957 下水道事業債元金償還金 1,073,957

　　　償還金  　償還金 (消費税等相当額) － 計 1,073,957

 2.資本費平準化 531,084 資本費平準化債元金償還金 531,084

 　債償還金 (消費税等相当額) － 計 531,084

 3.下水道事業債 88,610 下水道事業債(特別措置分)元金償還金 88,610

 　(特別措置分)

 　償還金 (消費税等相当額) － 計 88,610

 4.下水道管路特 480 下水道管路特別重点調査等事業債 480

 　別重点調査等 元金償還金

 　事業債償還金 (消費税等相当額) － 計 480

  3.投資 614

    1.基金 614  1.基金 614 基金運用益積立金 204

農集新規加入金積立金 410
(消費税等相当額) － 計 614

  4.予備費 10,000

    1.予備費 10,000  1.予備費 10,000 10,000
(消費税等相当額) － 計 10,000

款　項　目 予 定 額
節

説　　　　　　　　　　　　明
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(単位：千円)

当年度純損益 4,695

減価償却費 1,386,066

資産減耗費 25,843

貸倒引当金の増減額（△は減少） 84△                 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 967

修繕引当金の増減額（△は減少） 52,340△             

賞与引当金の増減額（△は減少） 253

法定福利費引当金の増減額（△は減少） 74

長期前受金戻入額 705,629△            

受取利息 406△                

支払利息及び企業債取扱諸費 183,752

営業及び営業外未収金の増減額（△は増加） 1,253△              

営業及び営業外未払金・未払費用の増減額（△は減少） 67,645△             

その他流動負債の増減額（△は減少） 853

その他流動資産の増減額（△は増加） 7,885△              

小計 767,261

利息の受取額 406

利息及び企業債取扱諸費の支払額 183,752△            

業務活動によるキャッシュ・フロー① 583,915

固定資産の売却による収入 1

固定資産の取得による支出 536,491△            

基金運用による収入 204

基金取り崩しによる収入 22,952

基金への投資による支出 614△                

その他資本的収入による収入 1

国県補助金による収入 91,273

工事負担金による収入 6,774

一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 343,074

投資活動に伴う未収金等の債権の増減額（△は増加） 23,107△             

投資活動に伴う未払金等の債務の増減額（△は減少） 69,976

投資活動によるキャッシュ・フロー② 25,957△             

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 1,142,300

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 1,694,131△          

建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入 1

一般会計又は他の特別会計からの出資による収入 1

財務活動によるキャッシュ・フロー③ 551,829△            

6,129

839,843

845,972

　 現金預金の当年度増減額④=①+②+③

　 現金預金の当年度期首残高

　 現金預金の当年度期末残高

令和８年度三木市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで）

１ 業務活動によるキャッシュ・フロー

２ 投資活動によるキャッシュ・フロー

３ 財務活動によるキャッシュ・フロー
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１　一般職　総括

区　　　　分
法 定 福 利 費

退 職
給 付 費

合 計
計

62 1,327 967 2,019

20,587 1,327 101,386726

3,840 10,383

21,126

19,861

1,265

法定福利費
引　当　金
繰　入　額

103,405788 21,914 2,294

( 4 )
34,167

給　　与　　費　　明　　細　　書

(単位：人、千円)

区　　　　分 職 員 数
給 与 費

給 料 手 当 計
賞与引当金
繰 入 額

報 酬

30,807

手当の
内　訳

手 当

本 年 度 1,472 1,782 780 10,000 336

(単位：千円)

区　分

比 較 406 240 △        － － － 

前 年 度 1,066 2,022 780 10,000 336

813 15,624 3,840 2,294 36,941

地 域 手 当 扶 養 手 当 管理職手当
時間外勤務

住 居 手 当

通 勤 手 当
期 末 勤 勉 賞与引当金

退職給付費 合 計
手 当 繰 入 額

本 年 度

本　年　度

前　年　度
( 5 )

32,632 30,609 3,577 12,654 79,472
8

比　　　較
( 1 △       )

1,535 198 263 2,271 △     275 △        
－ 

79,197
8

本　年　度

前　年　度

比　　　較

比 較 233 201 △        263 967 1,428

前 年 度 580 15,825 3,577 1,327 35,513

区　分
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　ア　会計年度任用職員以外の職員

（注）１　この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を

　　　含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載したもの。　

　　　２（　）内は、短時間勤務職員（地方公務員法（昭和25年法律第261号）第22条の4第1項に規定する短時

　　　間勤務の職を占める再任用職員をいう。以下同じ。）について外書きしたもの。

計

給 与 費

給 料 手 当
賞与引当金
繰 入 額

報 酬

前　年　度
(

(単位：人、千円)

区　　　　分 職 員 数

本　年　度
( － )

34,167 25,984 3,840 － 63,991
8

－ )
32,632 25,017 3,577 － 61,226

8

比　　　較
( － )

1,535 967 263 － 2,765
－ 

区　　　　分
法 定 福 利 費

退 職
給 付 費

合 計
法定福利費

引 当 金
繰 入 額

計

比　　　較 62 1,704 967 5,436

(単位：千円)

区　分 地 域 手 当 扶 養 手 当 管理職手当
時間外勤務

住 居 手 当

本　年　度 788 19,364 2,294 85,649

前　年　度 726 17,660 1,327 80,213

18,576

16,934

1,642

手当の
内　訳

手 当

本 年 度 1,472 1,782 780 9,200 336

前 年 度 1,066 2,022 780 9,200 336

比 較 406 240 △        － － － 

区　分 通 勤 手 当
期 末 勤 勉 賞与引当金

退職給付費 合 計
手 当 繰 入 額

本 年 度 813 11,601 3,840 2,294 32,118

前 年 度 580 11,033 3,577 1,327 29,921

比 較 233 568 263 967 2,197
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　イ　会計年度任用職員

（注）１　この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で

　　　予算の積算の基礎となったものについて記載したもの。　

　　　２（　）内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務

　　　を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしたもの。

(単位：人、千円)

区　　　　分 職 員 数
給 与 費

給 料 手 当
賞与引当金
繰 入 額

報 酬 計

本　年　度
( 4 )

－ 4,823 － 10,383 15,206
－ 

前　年　度
( 5 )

－ 5,592 － 12,654 18,246
－ 

800 － 

比 較 － － 

期 末 勤 勉
手 当

扶 養 手 当 管理職手当
時間外勤務

住 居 手 当

比　　　較
( 1 △       )

－ 769 △        － 2,271 △     3,040 △     
－ 

区　　　　分
法 定 福 利 費

退 職
給 付 費

合 計
法定福利費

引 当 金
繰 入 額

計

前 年 度 － 4,792 － － 5,592

比 較 － 769 △        － － 769 △        

－ 17,756

前　年　度 － 2,927 － 21,173

2,550

2,927

377 △       

手当の
内　訳

手 当

本 年 度 － － － 800 － 

前 年 度 － 

本 年 度 － 4,023 － － 4,823

－ － － 

区　分 通 勤 手 当
賞与引当金

退職給付費 合 計
繰 入 額

比　　　較 － 377 △        － 3,417 △     

(単位：千円)

区　分 地 域 手 当

本　年　度 － 2,550

－ － 
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２　給料及び職員手当の増減額の明細

　ア　会計年度任用職員以外の職員

(千円) (千円) (千円)

改定実施時期

％

職員数の状況

内、再任用職員数の状況

(注)　(　)内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

その他の 1,018

増減分
人事異動等に 1,018

地域手当 465 支給率の引上げ

→ 4％3％

年間支給月数の引上げ

伴う増減分 4.60月分 → 4.65月分

手 当 2,197 給与改定に 1,179 期末勤勉手当 714

※単位：人

))

－ － 
採用、転入等

( － ) ( － )

)

事由別異動状況(見込み)

前年度 本年度

増 減 ( － 

増加分 昇給期別職員数

昇給期 1月

職員数 7人

－ )

前 年 度

昇給に伴う 216 216 平均昇給率 0.64

( － )

前 年 度 8 ( － )

増減分 伴う増減分 本 年 度 8

その他の 296

給与改定の状況

伴う増減分
令和7年4月1日

給 料 1,535 給与改定に 1,023 1,023

区 分 増 減 額 増 減 事 由 別 内 訳 説 明 備 考

前年度 給料の改定率3.12％

－ ( － )

)

(

増 減 ( － － 

( － 

人事異動等に 296

－ 

本 年 度 － 

－ － 
退職、転出等

( － 

伴う増減分
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　イ　会計年度任用職員

(千円) (千円) (千円)

改定実施時期

職員数の状況

(注)　(　)内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務

　　　を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしたもの。

３　給料及び職員手当の状況

（１）職員１人当たり給与

（２）初任給

1,076 △  人事異動等に

伴う増減分

手 当 769 △        給与改定に 307 期末勤勉手当 307 年間支給月数の引上げ

伴う増減分 4.60月分 → 4.65月分

※単位：人

( 1 △  )

2,271 △     

その他の 3,057 △  人事異動等に 3,057 △  

増減分 伴う増減分 本 年 度 － ( 4 )

伴う増減分
令和7年4月1日

円大 学 卒 237,600 円 232,000 円 － 

前 年 度 － 

月

備　　　　　　　　　　考
一 般 行 政 職 技 能 労 務 職

高 校 卒 213,100 円 200,300 円 198,200 円

43 歳 8 月

区　　　分 一 般 行 政 職
国 の 制 度

( 5 )

増 減 － 

令和７年１月１日現在

平均給料月額 339,125 円

平均給与月額 389,595 円

平 均 年 齢

令和８年１月１日現在

平均給料月額 355,225 円

平均給与月額 404,921 円

平 均 年 齢 44 歳

区 分 増 減 額 増 減 事 由 別 内 訳 説 明 備 考

前年度 報酬の改定率5.66％

その他の

増減分
1,076 △  

区　　　　　分 一 般 行 政 職 備　　　　　　　　　　　　考

報 酬 給与改定に 786 786 給与改定の状況

6

- 59 -
－ 59 －



（３）級別職員数

（級別の標準的な職務内容）

(注)　(　)内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

（４）昇給

区　　分 ８　級 ７　級 ６　級 ５　級 ４　級

)

計 8 人 ( ( － ％ )

－ 人

３ 号給 － 人 － 人

比 率 (Ｂ)/(Ａ) 75.0 ％ 75.0 ％

８ 号給 － 人 － 人

－ 人

人

昇 給 に 係 る 職 員 数 (Ｂ) 6 人 6 人

前年度

職 員 数 (Ａ) 8 人 8

号 給 数 内 訳

２ 号給 － 

６ 号給 － 人 － 人

４ 号給 6 人 6 人

人

人 － 人

３ 号給 － 人 － 人

人

昇 給 に 係 る 職 員 数 (Ｂ) 7 人 7 人

比 率 (Ｂ)/(Ａ) 87.5 ％ 87.5 ％

８ 号給 － 人 － 人

６ 号給 － 人

本年度

職 員 数 (Ａ) 8 人 8

号 給 数 内 訳

２ 号給 － 

主 事

技 師

主 事

技 師

区　　　　　　　分 一 般 行 政 職 備　　考合 計

３　級 ２　級 １　級

一 般 行 政 職 理 事 部 長
課 長

副 課 長
課 長 補佐

係 長

主 査
主 任

４ 号給 7 人 7 人

－ 人 ) 100.0 ％

) － ％ ( － ％

令和７年１月１日現在

－ ％ )

１ 級 － 人 ( － 人

－ 人 ) 25.0 ％ (

％ ( － ％ )

２ 級 2 人 (

)

３ 級 2 人 ( － 人 ) 25.0

) － ％ ( － ％

－ ％ )

４ 級 － 人 ( － 人

－ 人 ) 37.5 ％ (

％ ( － ％ )

５ 級 3 人 (

)

６ 級 1 人 ( － 人 ) 12.5

) － ％ ( － ％

－ ％ )

７ 級 － 人 ( － 人

－ 人 ) － ％ (

( － ％ )

８ 級 － 人 (

)

計 8 人 ( － 人 ) 100.0 ％

) － ％ ( － ％

－ ％ )

１ 級 － 人 ( － 人

－ 人 ) 12.5 ％ (

％ ( － ％ )

２ 級 1 人 (

)

３ 級 3 人 ( － 人 ) 37.5

) 12.5 ％ ( － ％

－ ％ )

４ 級 1 人 ( － 人

－ 人 ) 25.0 ％ (

％ ( － ％ )

５ 級 2 人 (

( － ％

－ ％ )

７ 級 － 人 ( － 人

－ 人 ) － ％ (

令和８年１月１日現在

８ 級 － 人 (

区　　　分
一 般 行 政 職

備 考
級 職 員 数 構 成 比

)

６ 級 1 人 ( － 人 ) 12.5

) － ％
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（５）特殊勤務手当（令和８年１月１日現在）

（６）期末手当・勤勉手当

(注)　(　)内は、再任用職員の支給率。

（７）定年退職及び勧奨退職に係る退職手当（令和８年１月１日現在）

（８）その他の手当

区　　　分 ２０年勤務の者 ２５年勤務の者 ３５年勤務の者

24.586875月分 33.27075月分 47.709月分

47.709月分

47.709月分

区 分

地域手当

扶養手当

住居手当

通勤手当

(支給率等)

定 年 前 早 期
退職者加算あり

定 年 前 早 期
退職者加算あり

国 の 制 度

支 給 率 等

差 異 の 内 容

－ 

－ 

－ 

自動車等の使用者について
　駐車場等の料金相当額の支給なし(国は有り(上限
5,000円/月))
　通勤距離に応じた通勤手当の支給は国と同じ

国の制度との異同

同(支給率)

同

〃

異

有
2.325 月分 2.325 月分

最 高 限 度 額

月分

1.200 月分 ) ( 2.400 月分

加 算 措 置 等

24.586875月分 33.27075月分 47.709月分

前 年 度
( 令 和 ７ 年 )

( 1.200 月分 ) (

4.650 月分

4.650 月分

月分 ) ( 2.450 月分 )

2.325 月分

( 2.450 月分 )

備　考
 ６ 月 １２月

国 の 制 度
( 令 和 ８ 年 )

( 1.225 月分 ) ( 1.225 月分 )

)
有

2.300 月分 2.300 月分 4.600

本 年 度
( 令 和 ８ 年 )

( 1.225 月分 ) ( 1.225
有

2.325 月分

代表的な特殊勤務
手 当 の 名 称

支 給 額 別 － 

支 給 対 象 職 員 の 比 率 別 － 

区　　　分
支 給 期 別 支 給 率

支 給 率 計
職制上の段階、職務
の級等による加算措置

支 給 対 象 職 員 の 比 率 － ％ － ％

支 給 対 象 職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 月 額 － 円 － 円

区　　　　　　　分 全 職 種 一 般 行 政 職 備　　考

給 料 総 額 に 対 す る 比 率 － ％ － ％
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(単位：円)

(単位：円)

54,228,604

191,947,532

13,933,083,019

イ

資 産 合 計

引 当 金 合 計

(1) 企 業 債

ア 退 職 給 付 引 当 金

(2)

３ 固 定 負 債

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

固 定 資 産 合 計

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 21,423,907

34,488,060,409

234,363△          

33,392,405,699

1,095,654,710

令和８年度三木市下水道事業予定貸借対照表（当年度分）
(令和９年３月３1日現在）

資　　　　　産　　　　　の　　　　　部

(1) 有 形 固 定 資 産

イ

イ 建 物 891,106,649

573,055,273

547,142,968△      

１ 固 定 資 産

(ｱ) 減 価 償 却 累 計 額 677,391,045△      

983,690,377

ア 土 地

343,963,681

ウ 構 築 物

(ｱ) 減 価 償 却 累 計 額

(ｱ) 減 価 償 却 累 計 額

エ 管 渠 48,586,182,044

306,299,332

(ｱ) 減 価 償 却 累 計 額 1,603,816,885△    

オ 機 械 及 び 装 置 2,696,512,178

19,719,067,612△   28,867,114,432

(ｱ) 減 価 償 却 累 計 額 0

0

1,092,695,293

カ 車 両 運 搬 具

(ｱ) 減 価 償 却 累 計 額

キ 工 具 器 具 備 品 1,697,120

0

有 形 固 定 資 産 合 計

1,000,000ク 建 設 仮 勘 定

1,612,264△        84,856

ア 流域公共下水道施設利用権

31,184,212,867

(2) 無 形 固 定 資 産

2,186,768,925無 形 固 定 資 産 合 計

2,156,340,649

ソ フ ト ウ エ ア 30,428,276

ウ そ の 他 資 産 0

ア 基 金 18,127,432

イ 出 資 金 3,296,475

(3) 前 払 金

226,883,000

ア

23,034,000

未 収 金 貸 倒 引 当 金

２ 流 動 資 産

226,648,637

(2) 未 収 金

845,972,073(1) 現 金 預 金

流 動 資 産 合 計

負　　　　　債　　　　　の　　　　　部

ア 建 設 改 良 企 業 債 7,473,441,408

企 業 債 合 計

他 会 計 借 入 金

6,267,692,079イ 準 建 設 改 良 企 業 債

13,741,133,487

(3) 引 当 金

ア 建 設 改 良 長 期 借 入 金 2,000

他 会 計 借 入 金 合 計 2,000

修 繕 引 当 金 137,718,928

固 定 負 債 合 計
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(単位：円)

(単位：円)

長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額 合 計 11,882,875,988△   

ウ 他会計繰入金収益化累計額

エ 受贈財産評価額収益化累計額 1,061,158,351△    

1,631,521,874△    

2,252,525,724△    

(2) 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額

27,035,819,478

繰 延 収 益 合 計 15,152,943,490

長 期 前 受 金 合 計

6,937,670,039△    

工事負担金収益化累計額イ

エ 受贈財産評価額長期前受金 2,549,392,186

(1) 長 期 前 受 金

ウ 他会計繰入金長期前受金

ア 国県補助金収益化累計額

ア 国 県 補 助 金 長 期 前 受 金 14,867,916,533

5,067,642,362

4,550,868,397イ 工 事 負 担 金 長 期 前 受 金

イ 法 定 福 利 費 引 当 金 787,000

引 当 金 合 計 4,626,000

(5) 引 当 金

ア 賞 与 引 当 金 3,839,000

流 動 負 債 合 計

1,073,956,541

他 会 計 借 入 金 合 計 0

(2) 他 会 計 借 入 金

ア

(1) 企 業 債

ア

608,082,508イ 準 建 設 改 良 企 業 債

ア 減 債 積 立 金 1,995,748

(3) 未 払 金

４ 流 動 負 債

企 業 債 合 計 1,682,039,049

2,353,000(4) 預 り 金

建 設 改 良 企 業 債

198,177,000

建 設 改 良 長 期 借 入 金 0

30,973,221,558

1,887,195,049

負 債 合 計

５ 繰 延 収 益

資　　　　　本　　　　　の　　　　　部

６ 資 本 金

3,040,002,177資 本 金 合 計

(1) 資 本 剰 余 金

７ 剰 余 金

イ 工 事 負 担 金 7,883,597

184,173,556ア 国 県 補 助 金

エ 受 贈 財 産 評 価 額

ウ 他 会 計 繰 入 金 76,766,080

107,614,199

(2) 利 益 剰 余 金

オ

380,967,053

そ の 他 資 本 剰 余 金 4,529,621

(ｱ) 繰越利益剰余金年度末残高 1,330,500

イ 当年度未処分利益剰余金

利 益 剰 余 金 合 計

4,695,000(ｳ) 当 年 度 純 損 益

(ｲ) その他未処分利益剰余金変動額 85,848,373

資 本 剰 余 金 合 計

負 債 ・ 資 本 合 計

474,836,674

資 本 合 計

剰 余 金 合 計

34,488,060,409

3,514,838,851

93,869,621

自 己 資 本 金 合 計 3,040,002,177

(1) 自 己 資 本 金

ア 固 有 資 本 金 1,198,329,590

イ 出 資 金 79,554,000

ウ 組 入 資 本 金 1,604,832,402

エ 引 継 資 本 金 157,286,185
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　(1)　企業債の償還に係る他会計の負担

　　　 予定貸借対照表に計上されている企業債（１年以内に償還予定の企業債も含む。）のうち、

　　 他会計が負担すると見込まれる額は、9,192,211千円である。

　(2)　担保に供されている資産及びこれに対応する負債

　　　 該当事項なし

　(3)　その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

　　ア　消費税及び地方消費税の会計処理

　　　　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

２　予定貸借対照表に関する注記

　　エ　賞与引当金

　　　　職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、

　　　当年度の負担に属する額を計上している。

　　オ　法定福利費引当金

　　　　職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給

　　　見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

　　イ　退職給付引当金

　　　　当年度末における職員に対する退職手当の要支給額から、兵庫県市町村職員退職手当組合に

　　　おける積立金相当額を控除した額を計上している。

　　ウ　修繕引当金

　　　　平成26年３月31日以前（会計基準改定前）に引き当てられた修繕引当金の額を計上している。

　(2)　引当金の計上方法

　　ア　貸倒引当金

　　　　債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等により回収不能見込額を計上してい

　　　る。

　　　　 ・　ソフトウエア　　　　５年

　　　　 ・　車両運搬具　         ４年から　５年

　　　　 ・　工具器具及び備品　   ４年から　５年

　　イ　無形固定資産

　　　(ｱ)　減価償却の方法　　　定額法による。

　　　(ｲ)　主な耐用年数

　　　　 ・　施設利用権　　　　４４年

　　　　 ・　建物　　　　　　 　１８年から３８年

　　　　 ・　構築物             １５年から５０年

　　　　 ・　管渠               ５０年

　　　　 ・　機械及び装置　     　８年から２０年

　(1)　固定資産の減価償却の方法

　　ア　有形固定資産

　　　(ｱ)　減価償却の方法　　　定額法による。

注　記　表

１　重要な会計方針に係る事項に関する注記

　　　(ｲ)　主な耐用年数
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　　　　 １年内　　　859,800円

         １年超　　  771,200円

　　エ　賞与引当金

　　　　令和８年６月に期末手当及び勤勉手当を支給するため、賞与引当金を 3,587,000円取り崩す。

　　オ　法定福利費引当金

　　　　令和８年６月に期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支出するため、法定福利費引当金

　　　を 714,000円取り崩す。

　　　取り崩す。

　　ウ　修繕引当金

　　　　平成26年３月31日以前（会計基準改定前）に引き当てられたものについては、新会計基準移行

　　　に係る経過措置として従前の例により取り崩すこととし、令和８年度において、修繕を実施する

　　　ため、修繕引当金を 52,340,000円取り崩す。

　(1)　引当金の取崩し

　　ア　貸倒引当金

　　　　令和８年度において不納欠損処理をするため、貸倒引当金を 182,500円取り崩す。

　　イ　退職給付引当金

　　　　令和８年度において、兵庫県市町村職員退職手当組合の市町負担金額と退職手当額の調整に

　　　関する条例第２条の規定による調整負担金 867,000円を支出するため、退職給付引当金を同額

           計      1,631,000円

　(3)　オペレーティング・リース取引に係る未経過リース料相当額

 　    該当事項なし

６　その他の注記

５　リース契約により使用する固定資産に関する注記

　(1)　リース会計に係る特例措置

　　   所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた

　　会計処理によっている。

　(2)　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

　(3)　保証債務又は重要な係争事件に係る損害賠償義務等に関する事項

　　　 該当事項なし

３　セグメント情報に関する注記

　　三木市下水道事業では、下水道事業会計を単一セグメントとしているため、記載を省略している。

４　減損損失に関する注記

 　 該当事項なし

- 65 -
－ 65 －



(単位：円)

１ 営 業 収 益

(1) 下 水 道 使 用 料

令和７年度三木市下水道事業予定損益計算書（前年度分）
（令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで)

5,626,000

1,125,950,000

(2) 雨 水 処 理 負 担 金 46,718,000

(3)

(4) そ の 他 営 業 収 益

受 託 工 事 収 益 1,000,000

1,179,294,000

(1) 管 渠 費

２ 営 業 費 用

(2) 処 理 場 費 108,759,000

81,060,000

(4) 受 託 工 事 費 1,000,000

12,866,000(3) 水 質 規 制 費

(6) 業 務 費 71,495,000

12,601,000(5) 普 及 促 進 費

(8) 減 価 償 却 費 1,376,023,000

40,245,000(7) 総 係 費

(10) 流 域 下 水 道 負 担 金 461,735,000

19,139,000(9) 資 産 減 耗 費

営 業 損 益

1,000,000 2,185,923,000(11) そ の 他 営 業 費 用

1,006,629,000△    

(1) 受 取 利 息

３ 営 業 外 収 益

(3) 他 会 計 繰 入 金 462,864,000

1,000

(2) 国 県 補 助 金 1,000

1,157,198,000(5) 雑 収 益 18,000

694,314,000(4) 長 期 前 受 金 戻 入

(1) 支 払 利 息 187,720,000

４ 営 業 外 費 用

953,720,000(2) 雑 支 出 15,758,000

経 常 損 益

203,478,000

５ 特 別 利 益

52,909,000△       

3,000 3,000(1) 特 別 利 益

６ 特 別 損 失

1,000,000 997,000△          

当 年 度 純 損 益 53,906,000△       

(1) 特 別 損 失 1,000,000

前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金 57,232,248

その他未処分利益剰余金変動額

当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金

91,641,006

94,967,254
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(単位：円)

(単位：円)

14,545,772,393

243,320,532

固 定 負 債 合 計

引 当 金 合 計

190,058,928イ 修 繕 引 当 金

ア 退 職 給 付 引 当 金 53,261,604

(3) 引 当 金

他 会 計 借 入 金 合 計 1,000

ア 建 設 改 良 長 期 借 入 金 1,000

14,302,450,861

(2) 他 会 計 借 入 金

企 業 債 合 計

6,135,552,453イ 準 建 設 改 良 企 業 債

ア 建 設 改 良 企 業 債 8,166,898,408

(1) 企 業 債

３ 固 定 負 債

負　　　　　債　　　　　の　　　　　部

35,347,360,309資 産 合 計

1,057,196,610流 動 資 産 合 計

0(3) 前 払 金

317,863△          217,353,137ア 未 収 金 貸 倒 引 当 金

(2) 未 収 金 217,671,000

839,843,473(1) 現 金 預 金

２ 流 動 資 産

34,290,163,699

43,761,907

固 定 資 産 合 計

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計

0

3,296,475

ウ そ の 他 資 産

イ 出 資 金

40,465,432ア 基 金

2,198,093,925

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

無 形 固 定 資 産 合 計

22,024,276イ ソ フ ト ウ エ ア

2,176,069,649ア 流域公共下水道施設利用権

32,048,307,867

(2) 無 形 固 定 資 産

有 形 固 定 資 産 合 計

1,000,000ク 建 設 仮 勘 定

1,612,264△        84,856(ｱ) 減 価 償 却 累 計 額

キ 工 具 器 具 備 品 1,697,120

0(ｱ) 減 価 償 却 累 計 額 0

0

999,754,168

カ 車 両 運 搬 具

(ｱ) 減 価 償 却 累 計 額 1,625,476,510△    

オ 機 械 及 び 装 置 2,625,230,678

18,650,184,005△   29,763,621,799(ｱ) 減 価 償 却 累 計 額

エ 管 渠 48,413,805,804

342,275,958(ｱ) 減 価 償 却 累 計 額 644,022,299△      

986,298,257

ア 土 地

(1) 有 形 固 定 資 産

368,515,813

ウ 構 築 物

(ｱ) 減 価 償 却 累 計 額 522,590,836△      

令和７年度三木市下水道事業予定貸借対照表（前年度分）
（令和８年３月３１日現在)

資　　　　　産　　　　　の　　　　　部

１ 固 定 資 産

イ 建 物 891,106,649

573,055,273
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(単位：円)

(単位：円)

35,347,360,309

3,509,529,851

負 債 ・ 資 本 合 計

561,169,680

資 本 合 計

180,815,627

剰 余 金 合 計

利 益 剰 余 金 合 計

53,906,000△       

(ｲ) その他未処分利益剰余金変動額 91,641,006

(ｳ) 当 年 度 純 損 益

(ｱ) 繰越利益剰余金年度末残高 57,232,248

イ 当年度未処分利益剰余金

85,848,373ア 減 債 積 立 金

(2) 利 益 剰 余 金

380,354,053資 本 剰 余 金 合 計

オ そ の 他 資 本 剰 余 金 4,325,621

107,614,199エ 受 贈 財 産 評 価 額

ウ 他 会 計 繰 入 金 76,766,080

7,474,597イ 工 事 負 担 金

ア 国 県 補 助 金 184,173,556

(1) 資 本 剰 余 金

７ 剰 余 金

2,948,360,171資 本 金 合 計

2,948,360,171

６ 資 本 金

自 己 資 本 金 合 計

(1) 自 己 資 本 金

ア 固 有 資 本 金

イ 出 資 金

資　　　　　本　　　　　の　　　　　部

31,837,830,458

15,417,860,490

負 債 合 計

11,262,000,988△   

繰 延 収 益 合 計

長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額 合 計

1,003,417,351△    エ 受贈財産評価額収益化累計額

ウ 他会計繰入金収益化累計額 2,050,180,724△    

1,547,602,874△    イ 工事負担金収益化累計額

ア 国県補助金収益化累計額 6,660,800,039△    

(2) 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額

26,679,861,478長 期 前 受 金 合 計

2,549,392,186エ 受贈財産評価額長期前受金

ウ 他会計繰入金長期前受金 4,724,568,362

イ 工 事 負 担 金 長 期 前 受 金 4,544,503,397

14,861,397,533ア 国 県 補 助 金 長 期 前 受 金

(1) 長 期 前 受 金

５ 繰 延 収 益

1,874,197,575流 動 負 債 合 計

4,299,000引 当 金 合 計

イ 法 定 福 利 費 引 当 金 713,000

3,586,000ア 賞 与 引 当 金

(5) 引 当 金

1,500,000(4) 預 り 金

195,845,900(3) 未 払 金

他 会 計 借 入 金 合 計 0

ア 建 設 改 良 長 期 借 入 金 0

1,672,552,675

(2) 他 会 計 借 入 金

企 業 債 合 計

598,596,134イ 準 建 設 改 良 企 業 債

ア 建 設 改 良 企 業 債 1,073,956,541

(1) 企 業 債

ウ 組 入 資 本 金

エ 引 継 資 本 金

1,198,329,590

79,553,000

1,513,191,396

157,286,185

流 動 負 債４
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　　　　 ・　施設利用権　　　　４４年

　　　見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

　　イ　退職給付引当金

　　　　当年度末における職員に対する退職手当の要支給額から、兵庫県市町村職員退職手当組合に

　　　おける積立金相当額を控除した額を計上している。

　　ウ　修繕引当金

　　　　平成26年３月31日以前（会計基準改定前）に引き当てられた修繕引当金の額を計上している。

　　エ　賞与引当金

　　　　職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、

　　　当年度の負担に属する額を計上している。

　　オ　法定福利費引当金

　　　　職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給

　(3)　その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

　　ア　消費税及び地方消費税の会計処理

注　記　表

１　重要な会計方針に係る事項に関する注記

　　　　 ・　構築物             １５年から５０年

　　　　 ・　管渠               ５０年

　　　　 ・　機械及び装置　     　８年から２０年

　　　　 ・　車両運搬具　         ４年から　５年

　(1)　固定資産の減価償却の方法

　　ア　有形固定資産

　　　(ｱ)　減価償却の方法　　　定額法による。

　　　る。

　　　　 ・　ソフトウエア　　　　５年

　(2)　引当金の計上方法

　　ア　貸倒引当金

　　　　債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等により回収不能見込額を計上してい

　　　(ｲ)　主な耐用年数

　　　　 ・　建物　　　　　　 　１８年から３８年

　　　　 ・　工具器具及び備品　   ４年から　５年

　　イ　無形固定資産

　　　(ｱ)　減価償却の方法　　　定額法による。

　　　(ｲ)　主な耐用年数

　　　　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

２　予定貸借対照表に関する注記

　(1)　企業債の償還に係る他会計の負担

　　　 予定貸借対照表に計上されている企業債（１年以内に償還予定の企業債も含む。）のうち、

　　 他会計が負担すると見込まれる額は、9,521,102千円である。

　(2)　担保に供されている資産及びこれに対応する負債

　　　 該当事項なし
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　　　　 １年内　　　876,000円

         １年超　　1,631,000円

　　　　平成26年３月31日以前（会計基準改定前）に引き当てられたものについては、新会計基準移行

　　　に係る経過措置として従前の例により取り崩すこととし、令和７年度において、修繕を実施する

　　　ため、修繕引当金を 53,194,000円取り崩す。

　　　　令和７年度において、兵庫県市町村職員退職手当組合の市町負担金額と退職手当額の調整に

　　　関する条例第２条の規定による調整負担金 988,000円を支出するため、退職給付引当金を同額

　　　取り崩す。

　　ウ　修繕引当金

　　会計処理によっている。

　(3)　保証債務又は重要な係争事件に係る損害賠償義務等に関する事項

　　　 該当事項なし

３　セグメント情報に関する注記

　　三木市下水道事業では、下水道事業会計を単一セグメントとしているため、記載を省略している。

４　減損損失に関する注記

 　 該当事項なし

５　リース契約により使用する固定資産に関する注記

　(1)　リース会計に係る特例措置

　　   所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた

　　イ　退職給付引当金

　(2)　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

           計      2,507,000円

　(3)　オペレーティング・リース取引に係る未経過リース料相当額

 　    該当事項なし

６　その他の注記

　(1)　引当金の取崩し

　　ア　貸倒引当金

　　　　令和７年度において不納欠損処理をするため、貸倒引当金を 190,000円取り崩す。

　　エ　賞与引当金

　　　　令和７年６月に期末手当及び勤勉手当を支給するため、賞与引当金を 3,250,000円取り崩す。

　　オ　法定福利費引当金

　　　　令和７年６月に期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支出するため、法定福利費引当金

　　　を 581,000円取り崩す。

- 71 -
－ 71 －




	空白ページ
	空白ページ

